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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

売上高（百万円） 48,066 54,006 66,312 75,653 88,574

経常損益（百万円） 3,229 6,713 6,667 6,232 8,102

当期純損益（百万円） 2,208 3,208 2,147 3,189 3,660

包括利益（百万円） － － － － 8,374

純資産額（百万円） 33,737 36,852 39,538 67,337 74,503

総資産額（百万円） 43,147 46,719 52,611 104,603 113,067

１株当たり純資産額（円） 121,075.56129,265.85136,736.96241,305.75266,653.66

１株当たり当期純利益金額

（円）
8,644.7012,555.138,405.7612,481.9014,325.48

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
8,512.6512,442.258,333.5312,396.6714,243.01

自己資本比率（％） 71.7 70.7 66.4 58.9 60.3

自己資本利益率（％） 7.4 10.0 6.3 6.6 5.6

株価収益率（倍） 39.2 32.7 22.1 18.6 20.6

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
3,541 1,412 6,062 4,256 3,016

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
△7,667 3,901 △7,540 518 2,614

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円）
29 △751 △1,594 △1,097 △1,232

現金及び現金同等物の期末残

高（百万円）
13,565 18,084 14,868 18,535 22,837

従業員数（名）

(外、平均臨時雇用者数)

472

(－)　

723

(－)

997

(－)

1,119

(－)

1,232

(169)

　（注）　売上高には、消費税等は含まれていません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
決算年月  平成19年３月  平成20年３月  平成21年３月  平成22年３月  平成23年３月

売上高（百万円） 40,327 45,118 50,417 55,616 65,813

経常損益（百万円） 808 2,214 2,959 2,962 3,023

当期純損益（百万円） 1,912 1,334 1,391 4,492 △972

資本金（百万円） 7,965 7,965 7,965 7,965 7,969

発行済株式総数（株） 255,520 255,520 255,520 255,520 255,538

純資産額（百万円） 25,865 26,103 27,184 58,963 60,913

総資産額（百万円） 33,212 33,204 36,182 90,806 93,762

１株当たり純資産額（円） 101,228.38101,962.92106,126.85230,380.00237,891.14

１株当たり配当額

(うち１株当たり中間配当額)

（円）

2,300

(－)

3,000

(1,150)

3,000

(1,500)

3,000

(1,500)

3,300

(1,500)

１株当たり当期純損益金額

（円）
7,486.645,223.505,445.3217,580.39△3,804.97

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額（円）
－ 5,222.785,442.4217,563.89 －

自己資本比率（％） 77.9 78.5 74.9 64.8 64.8

自己資本利益率（％） 7.4 5.1 5.1 10.4 △1.6

株価収益率（倍） 45.3 78.7 34.1 13.2 △77.7

配当性向（％） 30.7 57.4 55.1 17.1 △86.7

従業員数（名）

(外、平均臨時雇用者数)

364

(－)

390

(－)

412

(－)

445

(－)

440

(59)

　（注）１　売上高には、消費税等は含まれていません。

２　平成19年度の１株当たり配当額には、東証第一部上場記念配当500円が含まれています。

３　平成18年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式がないため、記載していません。

４　平成22年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり

当期純損失であるため記載しておりません。
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２【沿革】
年月 事項

平成７年11月 ソニー㈱、㈱ソニー・ミュージックエンタテインメント及び㈱ソニーファイナンスインターナショ

ナルの３社の出資により、ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（資本金４億8,000万円）を

東京都港区に設立

平成８年１月 インターネット接続サービス「So-net（ソネット）」の開始

平成11年10月インターネット・オークションサービスの企画運営を目的として、㈱ディー・エヌ・エーに資本参

加

平成11年11月インターネットサービスプロバイダー初の「プライバシーマーク」取得

平成12年９月 メディカル・ヘルスケア分野でのプラットフォーム事業の運営を目的として、ソネット・エムス

リー㈱（現 エムスリー㈱）を設立（子会社）

平成15年６月 情報セキュリティマネジメント国際規格「BS7799」（現「ISO/IEC27001:2005」）および国内

「ISMS認証基準」（現「JIS Q 27001:2006」）の両認証を、国内インターネットサービスプロバイ

ダーとして初めて取得

平成16年９月 ソネット・エムスリー㈱（現 エムスリー㈱）が㈱東京証券取引所マザーズに上場（現在は市場第

一部に上場）

平成17年12月㈱東京証券取引所マザーズに上場 

平成18年３月 会員制買い付け代行コミュニティサイトの運営を目的として、㈱エニグモへ出資（関連会社）

平成18年７月 デジタルテレビの共通ポータルサイトの運営を目的として、テレビポータルサービス㈱（現 ㈱ア

クトビラ）を家電メーカーと合弁にて設立（関連会社）

平成18年10月「So-net（ソネット）」が「楽しさ」を提供するという経営ビジョンのもと、商号をソネットエン

タテインメント㈱に変更

オンラインゲーム市場での業務提携を目的として、㈱ゲームポットへ出資（子会社）  

平成19年７月 Wi-Fi電波で位置推定する「PlaceEngine」技術の（株）クウジット設立（関連会社）

静止画からCGを自動作成する「MotionPortrait」技術のモーションポートレート（株）設立（子

会社）

平成19年８月 台湾におけるブロードバンドインターネット接続サービスのさらなる成長を目的として、So-net

Entertainment Taiwan Ltd.の株式を追加取得（子会社）

平成19年11月東京都品川区大崎に本社移転

平成20年１月 東京証券取引所市場第一部に上場

平成20年４月 ㈱ゲームポットを連結子会社化

平成20年７月

平成22年２月

ソネット・メディア・ネットワークス㈱（旧 ㈱ＭＩ）を連結子会社化

㈱USENよりインターネットサービスプロバイダー事業を譲受

　（注）　㈱ソニー・ミュージックエンタテインメントは平成15年４月１日をもって㈱エスエムイージェーに商号変更し、

平成15年７月１日をもってソニー㈱に吸収合併されました。
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３【事業の内容】

(1) 事業の概要について

　当社グループは、主要事業である「So－net（ソネット）」ブランドによるインターネット接続サービスの提供及

び、会員向けポータルサイトやPC・携帯向けオンラインゲームをはじめとした各種ウェブコンテンツの提供を行っ

ています。また、インターネット広告ソリューションの提供や法人向けにネットワークやハウジング、課金・認証機

能等を提供するソリューションサービス及びインターネットを使用した医療ヘルスケア分野におけるマーケティ

ング支援等の事業も営んでおり、平成23年３月31日現在、当社並びに連結子会社が19社、持分法適用関連会社が９社

の計29社で構成されております。

　当社には、エレクトロニクス、ゲーム、音楽、映画、金融等の事業を営むソニーグループの事業持株会社であるソ

ニー㈱が45.6％を、ソニー㈱の100％子会社であり、収納代行業務等の事業を営む㈱ソニーファイナンスインターナ

ショナルが12.6％をそれぞれ出資しています。

当社事業の会員数の推移

 
平成19年
３月末

平成20年
３月末

平成21年
３月末

 平成22年 
３月末

 平成23年 
３月末

So-net会員
（万人）    （注）１

324 350 371 411 422

ブロードバンド会員
（万人）（注）１，２

101 118 132 170 184

　（注）１　各会員数は、各年度末日現在において当社との間で契約を締結している会員数であり、退会者数は差し

引いています。

２　ブロードバンド会員は当社のFTTH接続会員及びADSL接続会員を合計した会員数です。

①　ネットワーク事業

　当社は、主に光ファイバー（以下「FTTH」という。（注１））や電話回線、無線等を通じて、顧客のパソコン等を

インターネットへ接続するサービスを行っています。接続方法としては、FTTHやADSL（注２）、ダイヤルアップ、

モバイルによる接続で、個人向けのサービスが同事業の大半を占めています。

　これら接続サービスを利用する顧客を獲得するため、インターネットやテレビ、雑誌等さまざまな媒体を利用し

た広告宣伝や販売促進活動を行っています。これらの施策により、当社のホームページからの入会や家電量販店

及び提携電気通信事業者や販売代理店等を通じての入会により、新規接続会員を獲得しています。

　電気通信事業者とは電気通信事業法に定める電気通信役務の提供の業務を行う者をいい、当社に対し電気通信

回線を提供する等の取引のある電気通信事業者は、東日本電信電話㈱、西日本電信電話㈱、KDDI㈱、中部テレコ

ミュニケーション㈱、イー・アクセス㈱、㈱UCOM、UQコミュニケーションズ㈱等が挙げられます。

　これらの接続サービスでは、複数の電気通信事業者との提携により、顧客の需要に合わせたさまざまな種類の

サービスを提供しており、接続方法に対応する形で、FTTH向けには「So-net 光」、ADSL向けには「So-net

ADSL」、ダイヤルアップ向けには「とことんコース」、モバイル向けには「bitWarp」、「So-net モバイル

WiMAX」等といった、多彩なコースを提供しています。

　インターネット接続のオプションサービスとしては、接続設定等さまざまなサポートを提供する「ネットライ

フ・エンジョイサポートあれmoこれmo」、ネットワーク対応テレビ用ワイヤレスセットをレンタルする「テレビ

対応無線LANレンタル」、ウイルスチェック、迷惑メール振り分けサービス、メール着信拒否サービス、メール転送

やウェブメールサービス、有害サイトブロックサービス「サイトセレクト」、IP電話の「So-netフォン」、固定IP

アドレス割当てサービス等を行っています。また、会員向けサービスとして、ポータルサイト運営やPC向け情報コ

ンテンツ販売なども行っています。

　法人向けには、接続サービスの事業運営の基盤であるネットワーク、ハウジング、課金・認証機能等を中心とし

たソリューションサービスを提供しています。

　連結子会社のSo-net Entertainment Taiwan Ltd.は、台湾において、So-net（ソネット）ブランドでのFTTB（注

３）及びADSLによるインターネット接続サービスを個人向けに提供しています。また、法人向けには、ハウジング

を中心としたソリューションサービスを提供しています。　

　（注）１　Fiber To The Homeの略称。一般家庭まで光ファイバーを引き込むネットワーク形態やサービス等の

総称。

２　Asymmetric Digital Subscriber Lineの略称。既存の電話回線を使った常時接続の高速インター

ネット接続サービス。

３　Fiber To The Buildingの略称。顧客の建物まで光ファイバーを引き込むネットワーク形態やサービ

ス等の総称。
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②　メディア・エンタテインメント事業

　当事業セグメントにおいては、オンラインゲーム、広告、映像等、国内外にて、事業を多角的に展開しています。本

事業の収入構造は、主に、顧客の利用や購入に対して直接顧客に課金するBtoCモデルと、法人から広告収入等を得

るBtoBモデルの二種類があります。

　オンラインゲームにおいては、㈱ゲームポットが運営する「ファンタジーアースゼロ」「ペーパーマン」等の

PC向けオンラインゲームや、当社が運営する、携帯向けを中心としたソーシャルゲーム等を提供しています。

　広告においては、ソネット・メディア・ネットワークス㈱がアドネットワーク事業を中心としたインターネッ

ト広告ソリューション等の企画・運営、並びに当社ポータルサイトの広告枠の販売を行っています。

　映像においては、当社が、韓国ドラマをはじめとしたアジアのエンタテインメントコンテンツを放送チャンネル

「アジアドラマチックTV」の運営を通じて、広く一般の顧客へ提供しています。

　上記のほか、エムスリー㈱が、20万人以上の医師会員基盤として製薬・医療機器メーカーとの間でインターネッ

トマーケティングの支援等を行っています。また、モーションポートレート㈱が、顔写真を自動的に３D化できる

独自の技術を用いた法人向けソリューション及びスマートフォン向けアプリケーションを国内外で提供してい

ます。　

　関連会社においては、㈱アクトビラが、デジタルテレビ向けポータルサービス及び動画配信サービスを提供して

おり、㈱エニグモが、会員制買い付け代行コミュニティサイトの運営を行っています。
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(2) 事業系統図
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　（注）１　ソニー㈱

当社の発行済株式の45.6％を保有し、かつ当社の発行済株式の12.6％を保有する㈱ソニーファイナンスイン

ターナショナルの発行済株式を100％保有する親会社です。

ソニー㈱は、エレクトロニクス、ゲーム、音楽、映画、金融等の事業を営むソニーグループの事業持株会社で

す。

２　㈱ソニーファイナンスインターナショナル

当社の発行済株式の12.6％を保有し、収納代行業務等の事業を営んでいます。

３　㈱スマートリンクネットワーク

当社の発行済株式の12.6％を保有する㈱ソニーファイナンスインターナショナルの子会社であり、クレジッ

トカード決済、その他決済サービス等の事業を営んでいます。

４　電気通信事業者

電気通信事業法に定める電気通信役務の提供の業務を行う事業者です。当社に対し電気通信回線を提供する

等の取引のある電気通信事業者は、東日本電信電話㈱、西日本電信電話㈱、KDDI㈱、中部テレコミュニケー

ション㈱、イー・アクセス㈱、㈱UCOM、UQコミュニケーションズ㈱等が挙げられます
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４【関係会社の状況】

当社の親会社は、次の通りです。

平成23年３月31日現在

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業内容
議決権の被
所有割合
（％）

関係内容

(親会社)      

ソニー㈱

（注）１，２
東京都港区 630,920製造業

58.2

(12.6)

サーバ・ハウジングサービス

の提供、特許権実施使用許諾

等

　（注）１　有価証券報告書の提出会社です。

２　議決権の被所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数です。

当社の連結子会社及び関連会社は、次の通りです。

平成23年３月31日現在

名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

(連結子会社)      

So-net 

Entertainment Taiwan Ltd.

台湾

 台北市

 百万台湾

　　 ドル

114

ネットワーク 62.4
 商標の使用許諾等

 役員の兼任１名

㈱ゲームポット 東京都港区 100

メディア・エ

ンタテインメ

ント

100.0

サーバ・ハウジングサービ

ス、ホスティングサービス

の提供、運転資金の貸付等

役員の兼任１名　

ソネット・メディア・ネッ

トワークス㈱
東京都品川区 100

メディア・エ

ンタテインメ

ント

100.0
広告媒体の提供、運転資金

の貸付等

モーションポートレート㈱ 東京都品川区 100

メディア・エ

ンタテインメ

ント

100.0
当社に対するソフトウェア

の使用許諾等 

エムスリー㈱

（注）２，３，４
東京都港区 1,197

メディア・エ

ンタテインメ

ント

56.4

当社への情報コンテンツ提

供等

役員の兼任１名

M3 USA Corp.

（注）５，６

アメリカ

ニュージャー

ジー州

パークリッジ

千米ドル

500

メディア・エ

ンタテインメ

ント

100.0

(100.0)
－

メビックス㈱

（注）５，６
東京都港区 50

メディア・エ

ンタテインメ

ント

100.0

(100.0)
－

その他12社       
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名称 住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業内容
議決権の
所有割合
（％）

関係内容

(持分法適用関連会社)      

㈱アクトビラ 東京都渋谷区 1,700

メディア・エ

ンタテインメ

ント

42.5

サーバ・ハウジングサービ

スの提供等

役員の兼任１名

㈱ゼータ・ブリッジ 東京都品川区 43

メディア・エ

ンタテインメ

ント

33.9 － 

㈱エニグモ　 東京都港区 184

メディア・エ

ンタテインメ

ント

30.0
キャンペーン業務委託等 

役員の兼任１名

クウジット㈱ 東京都港区 143

メディア・エ

ンタテインメ

ント

27.1ソフトウェアの開発委託等

その他５社            

　（注）１　「主要な事業内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しています。

２　特定子会社に該当しています。

３　有価証券報告書の提出会社です。

４　エムスリー㈱は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えて

いますが、同社は有価証券報告書提出会社であるため、主要な損益情報等の記載を省略しています。

５　議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数です。

６　エムスリー㈱が議決権の100％を所有しています。　

７　上記の他、当社の連結子会社であるソネットキャピタルパートナーズＡ投資事業有限責任組合を、平成22年９

月に清算結了いたしました。 　
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５【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　当社グループの従業員数は、次の通りです。

 平成23年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（名）

ネットワーク事業 437　　(58) 

メディア・エンタテインメント事業 696　 (102) 

全社（共通） 99　　 (9) 

合計 1,232　 (169) 

　（注）１　「従業員数」欄の（　）内は外書きで、臨時従業員の年間平均雇用人員数です。

２　ソニーグループ各社からの受入出向者５名を含みます。

３　従業員数が平成22年度において113名増加していますが、この主な要因は、EMS Research Limitedを子会社化

したことによるものです。

　

(2) 提出会社の状況

　当社の従業員数は、次の通りです。

 平成23年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

440　(59) 36.3 6.3 7,250

　

セグメントの名称 従業員数（名）

ネットワーク事業 282　　(46) 

メディア・エンタテインメント事業 59　　 (4) 

全社（共通） 99　　 (9) 

合計 440　　(59) 

　（注）１　「従業員数」欄の（　）内は外書きで、臨時従業員の年間平均雇用人員数です。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。

　

(3) 労働組合の状況

　労働組合は、結成されていませんが、労使関係は円満に推移しています。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績　

　当期における我が国の経済は、緩やかな景気回復基調で推移していましたが、平成23年３月11日に発生した東日本

大震災の影響により年度末にかけ経済活動は急速に落ち込み、震災以降の景気の先行きは不透明な状況で推移して

います。

　

　インターネット分野においては、日本におけるインターネット利用者のうち、一般世帯で固定的に利用される

FTTH、DSL、CATV、無線（FWA,BWA)のブロードバンドの各アクセスサービスの契約数が、平成22年12月末で総計3,458

万契約（総務省公表値）となり、平成22年３月末から254万契約増加しました。総務省公表値における主な増加要因

は、CATVの契約数が一部事業者の契約数集計方法の変更により、平成22年３月末から132万契約増加したことによる

ものです。また、FTTHの契約数は1,977万契約で、平成22年３月末から199万契約増加した一方、DSLの契約数は859万

契約で、平成22年３月末から114万契約減少し、引き続きFTTHへのシフトが続いています。

　

　このような中、当期における当社グループの売上高は、前年同期比17.1％増の88,574百万円（前年同期は75,653百

万円。以下カッコ同じ。）となりました。　

　ネットワーク事業については、FTTHを中心とする接続サービスによる課金収入が増加したこと及び平成22年２月

より㈱USENからインターネットサービスプロバイダー事業を譲り受けたことから、当期における売上高は、前年同

期比20.1％増の64,444百万円（53,649百万円）となり、売上高に占める割合は72.8％（70.9％）となりました。

　メディア・エンタテインメント事業については、オンラインゲームの売上が前年を下回ったものの、連結子会社の

エムスリー㈱の売上が伸びた結果、当期におけるメディア・エンタテインメント事業の売上高は、前年同期比9.7％

増の24,130百万円（22,003百万円）となり、売上高に占める割合は27.2％（29.1％）となりました。

　営業利益は、前年同期比24.9％増の8,277百万円（6,626百万円）となりました。

　ネットワーク事業の営業利益は、ブロードバンド新規会員獲得が好調に推移したことによる獲得費用の増加が

あったものの、課金売上の増加とネットワーク等のコスト削減効果により、前年同期比1.7％増の5,421百万円

（5,333百万円）となりました。

　メディア・エンタテインメント事業の営業利益は、連結子会社のエムスリー㈱の売上の伸びに伴う利益の増加、ソ

ネット・メディア・ネットワークス㈱の業績改善等により、前年同期比50.0％増の5,473百万円（3,649百万円）と

なりました。

　また、全社費用である調整額は2,616百万円（2,356百万円）となりました。

　経常利益は、前年同期比30.0％増の8,102百万円（6,232百万円）となりました。

　これは主に、営業利益の増加等によるものです。

　当期純利益は、前年同期比14.8％増の3,660百万円（3,189百万円）となりました。

　これは、関係会社ののれんを一部減損処理したものの、各段階利益の増加等に加え投資有価証券を一部売却したこ

とにより7,949百万円の投資有価証券売却益を計上したことによるものです。

　

(2) キャッシュ・フロー

　当期における現金及び現金同等物は、営業活動において3,016百万円の収入、投資活動において2,614百万円の収

入、財務活動において1,232百万円の支出となったことから、前期末に比べて4,301百万円増加し、当期末には22,837

百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、3,016百万円の収入となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純

利益11,040百万円、減損損失2,983百万円、減価償却費1,885百万円であり、主なマイナス要因は、投資有価証券売却

益7,949百万円、法人税等の支払額8,028百万円によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、2,614百万円の収入となりました。主なプラス要因は、投資有価証券の売却

による収入8,057百万円であり、主なマイナス要因は、無形固定資産の取得による支出2,066百万円、投資有価証券の

取得による支出1,570百万円によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、1,232百万円の支出となりました。主なマイナス要因は、配当金の支払額

766百万円、少数株主への配当金の支払額419百万円によるものです。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当社グループの業務はネットワークサービス関連事業であり、サービスの提供の実績は販売実績と一致している

ため、下記の「(3) 販売実績」をご参照ください。

(2) 受注状況

　当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次の通りです。

セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

ネットワーク事業     － － － －

メディア・エンタ

テインメント事業
2,058 301.1％ 4,560 98.0％

合計 2,058 301.1％ 4,560 98.0％

　（注）１　ネットワーク事業及びその他においては、受注生産を行っていないため記載していません。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていません。

３　メディア・エンタテインメント事業の受注高及び受注残高には、契約時において想定される条件に基づき算

出した受注獲得見込額を含んでいます。また、環境変化等による当初契約条件等の見直しに伴う減額分を受

注残高より控除しています。

(3) 販売実績

　当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りです。

項目
平成22年度

（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

前年同期比（％）

ネットワーク事業（百万円） 64,444 120.1%

メディア・エンタテインメント事業（百万円） 24,130 109.7%

合計（百万円） 88,574 117.1%

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれていません。
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３【対処すべき課題】

　わが国の経済においては、この度の東日本大震災による経済的損失は大きく、景気の先行きは厳しいものと予想され

ております。このような状況のもと、当社におきましては、中期経営計画に掲げる諸施策を着実に実行することで、成

長戦略の実現に努めてまいります。

　当社は、平成22年度から平成24年度を対象期間とした中期経営計画において、「ネットワーク×エンタテインメント

の追求」をビジョンとして掲げています。また経営指標として、平成24年度目標を、連結売上高1,000億円、連結営業利

益120億円、売上高成長率(CAGR)10％、営業利益率12％、ROIC(投下資本利益率)33％、配当性向20～30％と定めていま

す。中期経営計画の達成にあたり、当社が対処すべき課題は下記の通りです。

（注） ROIC=(営業利益×(１－実効税率))÷投下資本((有形・無形固定資産)＋投資有価証券(取得価額)＋運転資

本)

　　

(1) ネットワーク事業について

  当社の中核事業である「接続サービス」においては、これまで拡大を続けてきたFTTHを中心としたブロードバン

ド市場が、今後は徐々に成熟化する傾向にあります。その一方で、TVをはじめとする家電機器がインターネットにつ

ながることが一般化してきており、接続サービスの重要性がより高まると認識しております。また、HD動画配信やオ

ンラインゲームなどのコンテンツサービスの増加に伴い、ネットワークのトラフィックが急増してきております。

　このような環境のもと、会員獲得のための最適な販路施策を構築していくとともに、TVをはじめとするネット家電

との連携を推進し、インターネットにつながる環境のサポートを強化していくことで、ブロードバンド接続会員の

拡大を図ってまいります。また、高速無線ネットワークであるWiMAXや3.9世代の移動通信方式LTE等のモバイルブ

ロードバンド技術の発展に伴い、今後利用拡大が見込まれるモバイルサービスにも積極的に取り組んでまいりま

す。加えて、トラフィックの急増に備えるための帯域確保や、ビジネス拡大に伴うオペレーションの人為的ミスを防

ぐためのシステム開発等、バックヤード機能の強化も図ってまいります。

　「ソリューションサービス」においては、「接続サービス」の事業運営の基盤であるネットワーク、ハウジング、

課金・認証システムなどを中心としたサービスを法人向けに提供することで、収益の増大を目指してまいります。

　

(2) メディア・エンタテインメント事業について

　中核へと育成する「オンラインゲーム」においては、海外市場を中心に今後も成長が見込まれております。また国

内市場においても、近年成長著しいSNS等の会員基盤を活用したソーシャルゲームの市場拡大により、さらなる市場

の成長が見込まれております。

　このような市場環境のもと、各コンテンツのアップデートやサービス向上などにより、さらなる顧客満足度の向上

を図り、安定した収益基盤を確保してまいります。また、他社からのライセンスタイトルに加え、自社で開発したタ

イトルの運営を増加させることで、安定した運営タイトルの確保とさらなる収益基盤の強化を図り、海外市場への

事業展開も加速してまいります。

　「広告」においては、当社のポータルサイトをはじめとしたメディア等を最大限活用するとともに、複数の広告掲

載媒体をネットワーク化して広告主に提供するアドネットワークビジネスに注力してまいります。

　

(3) 危機管理の取り組みについて

　当社が事業を健全に継続していくためには、東日本大震災及び福島第一原発事故の影響による関東圏を中心とし

た地域における電力供給の制約や、火災・風水害をはじめとする災害、サーバやネットワークへの不正アクセス等、

想定し得る様々な危機に適宜、適切に対処していく必要があります。

　当社では、こうした非常事態においても、お客様に継続的にサービスをご提供できるよう、データセンターにおけ

るバックアップ電源や情報セキュリティの確保のための仕組みを含む、BCP（事業継続計画）の充実に努め、これを

継続して改善することに取り組んでまいります。

　

(4) 個人情報保護について

　平成17年４月１日の個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の全面施行以降、個人情報の保護に関して

は、積極的に取り組んでおり、社内に専門の独立した組織及び「セキュリティ委員会」を設置し、業務上個人情報の

取得や利用を行う場合の審査体制を整えてきました。また、当社では同組織を中心に平成11年11月、業界で初めて個

人情報保護に関する審査を通過し「プライバシーマーク」（財団法人日本情報処理開発協会認定）を取得、また平

成14年10月には、ユーザー対策、セキュリティ対策が一定基準以上であることを示す「安全・安心マーク」（イン

ターネット接続サービス安全・安心マーク推進協議会認定）の認定も取得いたしました。加えて、当社における情

報管理の一環として、平成15年６月に情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）を構築し、国際標準規格で

ある「ISO/IEC27001:2005」の認証を取得する等、個人情報及び情報資産に関する保護、管理について、継続的な改

善に努めております。 

　

(5) 海外展開について
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　当社では海外への事業展開を中長期的な成長の機会と位置付けております。台湾等の海外拠点を中心に、事業の拡

大を図るため、人材の確保・育成、投資、アライアンス、新規ビジネス開発等を推進してまいります。

　

(6) 投融資について

　当社では、FTTHを中心としたネットワーク事業における会員の獲得やメディア・エンタテインメント事業におけ

るオンラインゲームの強化を図っていくことが課題であると考えております。このため、当社の成長の加速、業容の

拡大に寄与すると判断した企業に対しては、採算性、投資結果に対する責任を明確にしながら、出資やM&A、アライア

ンス等を積極的に進めていく方針です。また、接続サービスの事業拡大に必要なバックヤード機能強化のための投

資に関しても、計画的に行ってまいります。

　さらに、内部統制システムやコンプライアンス体制、個人情報保護に代表される情報セキュリティの強化のために

必要とされる投資に関しても、継続して行ってまいります。

　

(7) 企業の社会的責任について

　インターネットは、今や社会の重要なインフラとなっていますが、その反面、公序良俗に反した違法サイトの増加

やオンラインゲーム依存症などといった社会的問題を引き起こす一因ともなっています。当社は、こうした課題の

解決に積極的に取り組み、企業としての社会的責任を果たしてまいります。また、環境保護活動やインターネットを

通じた災害発生時の支援のための募金活動等にも取り組んでまいります。
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４【事業等のリスク】

　本書に記載した当社の事業内容、その他投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク要因となる事項は

以下の通りですが、これらの記載は、リスク要因となるすべての事項を網羅したものではありません。また、以下の記

載に限定されるものでもありません。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において入手可能な情報から得られた当社の経営者

の判断に基づいています。

①　当社を取り巻く事業環境について

イ　ネットワーク事業について

　平成22年12月末における日本のブロードバンドインターネット契約数は、全体で3,458万契約（総務省公表値）

となっております。ブロードバンドインターネット加入者数の市場規模が、日本の総世帯数約5,336万（平成22年

３月末住民基本台帳）を上限として推定した場合、今後は市場が成熟していくことが想定され、このような市場

環境においては、当社の会員数の伸び率は低下していく可能性があります。また、合併・買収等の業界再編等や政

府の情報通信政策の変更により、現在の事業環境に大きな変化が生じる可能性があり、その場合、当社の将来の業

績及び事業展開に重大な影響を与える可能性があります。

ロ　メディア・エンタテインメント事業について

　メディア・エンタテインメント事業においては、オンラインゲームの運営や広告ソリューションの提供等の事

業を行っております。中でも、今後中核事業へと育成していくオンラインゲームにおいては、海外市場を中心に成

長が見込まれており、国内市場においてもソーシャルゲームの市場拡大などにより今後も成長が見込まれており

ます。しかし、他社がゲームの権利を保有するライセンスタイトルについては、ライセンサーからの契約内容の変

更、契約更新の拒否、ライセンサーの経営不振、開発人員の流出等により、また、自社で権利を保有する自社IPタイ

トルについても、開発委託先の経営不振、開発人員の流出等により、当社のオンラインゲームの運営に支障が生じ

る可能性があり、その場合、当社の業績及び事業展開に重大な影響を与える可能性があります。

　広告ビジネスにおいては、景気によって広告への支出を増減させる広告主が多いため、景気変動の影響を受けや

すい傾向にあります。このため、国内景気が悪化し、企業がインターネット広告への支出を削減する場合には、当

社の業績に影響を与える可能性があります。

ハ　技術の進化と進展について

　当社のネットワーク事業、メディア・エンタテインメント事業が属する業界においては、技術、業界標準、顧客

ニーズ及び競争が急速に変化することから、頻繁に新しい商品及びサービスの導入、新たな競争相手等が出現し

ており、当社においてもこれらの変化等に迅速に対応していく必要があります。しかしながら、何らかの理由によ

り、当社において当該変化への対応が遅れた場合には、サービスの陳腐化、競争力低下等が生じる可能性があり、

また、対応が可能であったとしても、追加の多大な費用や投資の負担が発生する可能性があり、当社の事業展開及

び業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また近年では、インターネットの急速な世界的発展とインターネットに繋がる端末機器の普及などの影響によ

り、IPv4アドレスの枯渇問題が新たな業界全体の課題として出てきております。このような環境のもと、現行の

IPv4から、大幅にIPアドレスが割当可能となるIPv6への対応が進みつつありますが、当社がIPv6への対応を進め

ていく上で、その対応に大幅な遅れが生じた場合には、当社の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

②　競合について

　当社のネットワーク事業における主な競争相手は、自ら通信回線等の設備を有して電気通信事業を行っている事

業者を含むインターネット接続事業者です。また、メディア・エンタテインメント事業においては、今後競合他社に

よる新規参入、市場環境の変化等により、競争が激化する可能性があります。

　現状の競合他社の中には、当社に比べ強い財務基盤、広い顧客層及び高い知名度等を有している企業、当社よりも

低価格でサービスを提供する企業、当社にはないサービス、コンテンツ及び商品を提供する企業があります。

　競合先の営業方針、価格設定及び提供するサービス、コンテンツ及び商品は、当社の属する市場に影響を与える可

能性があり、これらの競合先に対し効果的な差異化を図れず、当社が想定している事業進展が図れない場合には、当

社の経営成績及び財務状況に影響が及ぶ可能性があります。

　　③　海外事業展開について

　当社では海外への事業展開を中長期的な成長の機会と位置付けており、台湾等の海外拠点を中心に事業の拡大を

図ってまいります。しかし、海外事業展開においては、戦争やテロといった国際政治に関わるリスク、地域特性によ

るビジネスリスク、知的財産権によるリスク、為替によるリスクなど多岐にわたるリスクがあり、こうしたリスクが

顕在化した場合には、当社の事業展開及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

④　収益構造について

　当社のネットワークサービス収入が売上高全体に占める割合は、平成21年度において66.9％、平成22年度において

73.5％となっています。接続サービスの収益は、新規獲得会員数及び総会員数の推移、会員の退会率の推移、接続

サービスにおける利用コース別の料金動向、通信回線使用料、業務委託費、広告宣伝費、販売促進費、代理店手数料等

の経費の支出等により大きな影響を受けます。特にブロードバンド分野において新規会員の獲得競争が激しくなる
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結果、価格競争の激化による収入の減少や広告宣伝費や販売促進費、代理店手数料等、シェア拡大のために費用の増

加を余儀なくされる可能性があります。

　新規会員を獲得するにあたって、初期工事費や月額利用料を無料とする等のキャンペーンを実施した結果、新規会

員の獲得が出来たとしても、会員獲得費用や通信回線使用料等の費用の支出が会員からの収入に先行して発生する

ため、それがただちに収益として計上されず、一時的には当社の収益を悪化させる要因となり、当社の経営成績その

他に重大な影響を及ぼす可能性があります。加えて、当社の収益の多くの部分を接続サービスの収益に依存してい

る状況は、当社の将来の業績に不確実性を与える要因であると考えられます。

イ　新規獲得会員数の推移について

　接続サービスの会員数は、主流となっているブロードバンド会員については現在まで順調に増加してきていま

すが、一方でダイヤルアップ接続をするナローバンド会員の数は減少しています。今後もこの傾向は続くものと

考えられ、接続料金の改定、ブロードバンド・常時接続への取り組み、モバイル機器・端末への対応やポータルや

コンテンツの充実等で会員の満足度を向上させる等の施策により、新規会員を獲得し、既存会員の退会抑止に努

めます。

　しかしながら、会員獲得競争の激化、技術革新に対する当社側の対応の遅れ、当社によるネットワークインフラ

整備の遅れ、各種ネットワークサービスの会員への提供の遅れ、個人情報流出等の事故に代表される当社の信用

を毀損する事故の発生や事故対応の遅れ、不手際、また、市場の成熟等により、会員数の伸びが低下あるいは減少

した場合、当社の将来の業績及び事業展開に重大な影響を与える可能性があります。

ロ　接続サービスにおける利用コース別の料金動向について

　接続サービスにおける料金動向は当社の収益に大きな影響を及ぼします。当社の接続サービス料金は、月額基本

料金及びウイルスチェックやIP電話等のオプションサービス料金等からなり、また、かかる料金がコース別に設

定されています。

　今後、当社は競合他社の料金改定を含む市場の動向により、料金の見直し等を行う可能性があり、当社の将来の

経営成績に悪影響を与える恐れがあります。

ハ　通信回線使用料、業務委託費等の動向について

　通信回線使用料の主な内訳は、電気通信事業法に基づく電気通信事業者からの通信回線の借り入れ、仕入れ費用

等及び当社の会員獲得費用について電気通信事業者からの一部負担金等で構成されています。

　業務委託費の主な内訳は、サーバのハウジング費用やコールセンターの運営費、ウェブコンテンツやシステム開

発費用等であります。

　これらの費用の支出は、事業環境の変化による影響を受け、大きく変動する可能性があり、当社の将来の経営成

績に悪影響を与える恐れがあります。

ニ　広告宣伝費や販売促進費、代理店手数料の動向について

　広告宣伝費や販売促進費、代理店手数料等の会員獲得費用の主な内訳は、テレビコマーシャルや雑誌等への広告

宣伝、会員獲得のためのキャンペーン等に使用する資材等の費用、代理店が新規に会員を獲得した際に支払う手

数料等です。これらの費用は、年度の事業計画において予算を策定し、事業環境の変化に応じて適切に判断し、管

理していますが、競合他社による新規参入や、市場環境の急激な変化等により競争が激化することが見込まれる

場合等、対抗上、追加的にこれらの費用を投入せざるを得ない状況となり、当社の将来の経営成績に悪影響を与え

る恐れがあります。

ホ　メディア・エンタテインメント事業について

　当社のメディア・エンタテインメント事業における顧客層の多くは個人顧客であり、そのニーズ、嗜好は多岐に

わたり、変化に富んでいます。当社がサービス、コンテンツ、商品、広告等を提供する際には、顧客ニーズ、嗜好を満

たすことが重要と認識していますが、将来においてそれらが顧客に受け入れられ、当社に利益をもたらすことが

確実であるとは言えません。特に、オンラインゲーム事業においては、新規タイトルの獲得・自社オリジナルタイ

トルの開発について、事前調査を含め慎重なリスク管理を行っていますが、会員の獲得が計画どおりに進まな

かった場合や予定どおりに開発が進まなかった場合は、当社の将来の業績及び事業展開に重大な影響を与える可

能性があります。

　また、オンラインゲーム事業における外部からの不正侵入等について、適切なセキュリティ手段を講じています

が、重要なデータが消失した場合やサービスの提供を妨害された場合は、当社の将来の業績及び事業展開に重大

な影響を与える可能性があります。

⑤　人材の育成及び確保について

　当社の事業展開においては、創造性、技術力、実行力、管理能力等さまざまな能力を有する人材を確保する必要があ

りますが、インターネット関連ビジネスにおいては人材の流動性が高いため、今後必要な人材を十分に確保できな

い恐れがあります。

　なお、当社は独自に人材を採用し、人材育成にも努めますが、必要な人材を十分に採用、育成できなかった場合に

は、当社の将来の事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。

⑥　個人情報やその他の情報の保護について

　当社は他のインターネット接続事業者に先駆け、平成11年11月「プライバシーマーク」を、平成15年６月に情報セ

キュリティマネジメントシステム（ISMS）の構築に関して、国際標準規格である「BS7799-2：2002」（現在の

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 17/129



ISO/IEC27001:2005）の認証を全社にて取得し、個人情報保護及び情報セキュリティ管理について専門の組織とし

てセキュリティ委員会を設置し、自主的な内部監査を行い、かつ定期的に認証機関による監査を受ける等、個人情報

保護及び情報セキュリティ管理に努めています。

　平成22年7月にSo-netフォンの不正利用、平成23年5月にSo-netポイント不正交換の事故が発生しましたが、詳細な

調査を行った結果、いずれも、当社からの情報漏洩によるものではなく、他サイトで同じID/パスワードの登録利用

による可能性が高いことが判明し、お客様に速やかにパスワードの変更をご案内するとともに、他サイトで同じID/

パスワードを登録利用しないよう注意喚起を行っております。同時に当社サイトの監視体制を強化する等、問題の

早期発見や未然防止に取組んでおります。

　なお、当社において何らかの理由で個人情報が流出したり、サービスの不正利用が行われ、何らかの被害が発生し

た場合、当社の信用が毀損され、損害賠償や金銭的な負担が発生する等、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。

⑦　事業運営にかかる法規制について

　当社はインターネット接続事業に関して電気通信事業法による規制を受けています。当社はインターネット接続

事業に関して電気通信事業法に基づく届出を行っており、同法の規制を受けています。同法には、届出の取消事由等

の定めはありませんが、当社が電気通信事業者として何らかの事由により、総務省その他監督官庁から行政処分を

受けた場合は、事業の継続等に悪影響を及ぼす可能性があります。

　さらに、不正アクセスの禁止等に関する法律、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、特定電子メールの送信の

適正化等に関する法律、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律、個人

情報の保護に関する法律等、インターネット関連事業を直接規制するものではありませんが、インターネット等の

通信手段に関わる規制を受けています。そのほか当社の事業展開上、消費者契約法、特定商取引に関する法律、割賦

販売法や不当景品類及び不当表示防止法等の消費者保護を目的とした法律の規制を受けています。当社によるこれ

ら法規制への対応いかんでは当社の信用が毀損され、将来の事業に影響を及ぼす可能性があり、また、関係諸法令の

改正の動向によっては新たな法令遵守体制の構築が必要とされる可能性があります。

　今後、当社の事業運営において何らかの法規制に関連する紛争が発生した場合には、その管轄地、準拠法を含め、当

該紛争に関する法的判断を的確に予想することができず、当社が法的リスクを負担せざるを得ない状況となる恐れ

があります。

　また、今後のインターネットに対する日本を含む各国の法規制のあり方次第では、当社の将来の事業展開が制約を

受ける可能性があります。

⑧　のれん及び無形固定資産等における減損リスク 

　当社グループの資産は、ネットワークサービス事業に関連するインフラ設備、メディア・エンタテインメント事業

に含まれるゲーム関連資産及びのれん等から構成されます。これら減損会計の対象となる資産のうち、減損損失を

認識する必要があると判定されたものについては、その回収可能価額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損

失として計上することにより、当社の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑨　出資及びM&Aによる成長戦略について 

　当社は、中期経営計画において掲げるビジョンを達成するための出資及びM&Aを積極的に検討してまいります。そ

の際、対象企業や事業の、財務、税務、法務、ビジネス等について詳細なデューディリジェンスを行うなど、意思決定

のために必要かつ十分と考えられる情報収集、精査、検討をすることにより、可能な限りリスク回避に努めておりま

すが、出資及びM&A後において、当社が認識していない問題が明らかとなった場合や、市場環境や競合状況の変化及

び何らかの事由により事業展開が計画通りに進まない場合、対象企業の株式価値や譲り受けた事業資産の減損処理

を行う必要が生じるなど、当社の業績や財務状態に影響を与える可能性があります。

⑩　有価証券の時価変動リスク

　当社では、売却可能な有価証券を保有しておりますが、これらの有価証券のうち、時価を有するものについては全

て時価にて評価されており、市場における時価の変動によって資産価値が減少し、当社の財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。　

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 18/129



⑪　知的財産権について

　当社がインターネット関連事業を展開するにあたり、他社の特許権、商標権、著作権等（以下「知的財産権」とい

う。）を侵害する恐れは否定できません。

　また、当社はソニー㈱との間では特許に関するクロスライセンス契約を締結し、それぞれ相手方の保有する知的財

産権を利用することが可能ですが、将来においてソニーグループの当社に対する持株比率が過半数を割った場合、

当社はそれらの知的財産権を現在の条件で利用できなくなる可能性があり、この場合、当社の事業展開及び業績に

影響を及ぼす可能性があります。

　加えて、ソニー㈱の子会社であることによって使用許諾が与えられている他社の知的財産権も多数あるため、ソ

ニーグループの当社に対する持株比率が過半数を割った場合、かかる他社の知的財産権を使用できなくなる、ある

いは使用するために多額の使用許諾料を負担することとなる恐れがあります。

　さらに、技術の進展において他社開発の技術等が標準化された場合、これらの権利者に対して使用許諾料を負担す

る必要が生ずる可能性もあり、この場合、将来の当社の収益を圧迫する可能性があります。

⑫　災害及び事故等における事業継続の体制について

　当社の事業は、電気通信事業法に基づく電気通信事業者から通信回線を借り入れ、又は仕入れたうえで、会員の

サービスに供しています。

　また、課金及び顧客情報管理用サーバの全てについて、24時間、365日の管理体制を敷いています。これらサーバに

ついては、重要性に鑑み、原則として二重化する等の不慮の事故への対策を講じています。

　しかしながら、不可抗力による緊急事態又は偶発事故の発生、行政もしくは司法当局による行為、ストライキ、ロッ

クアウト、暴動、戦争、地震、火災、洪水その他の自然災害や、十分な電気もしくは他のエネルギーの不足は取得不能

による停電、ソフトウェア又はハードウェアの故障や致命的欠陥、コンピュータウイルスやネットワークへの不正

侵入、サービス提供妨害その他の破壊的行為、その他当社に通信回線を提供している電気通信事業者の行為等（以

上の事象を含むがこれらに限定されるものではない）により、通信回線が提供されない、通信回線及びサーバが使

用不能となる、復旧まで多大の時間と労力を要する、又は復旧の目処が立たず、サービスの再開が不可能になる等の

可能性があり、これらの場合には当社の経営、事業の継続性等に重大な影響を及ぼす可能性があります。

⑬　コールセンターの運営について

　当社は、顧客からの問い合わせに対する適切な対応が会員の獲得、維持に不可欠であると考えています。当社にお

けるコールセンターの業務については、大半が主にコールセンター業務を受託している外部の業者に依存していま

す。

　当社はコールセンターの業務を受託する業者に対し、個人情報の保護並びに顧客への応対に関する当社の方針を

伝達し、徹底させるため、これらの業者に対し十分な事前研修を行わせる等、顧客への応対品質の維持及び向上につ

いて常に注意を払っています。

　しかしながら、受託会社におけるコールセンターの人員の業務品質を均一のものにすることは困難であり、問い合

わせに対する回答の遅れ、不的確又は不適切な回答、回答の放棄、人員の不足や応対品質の低下等、何らかの理由に

より当社のサービスレベルが低下したことにより、新規の会員獲得数やサービス利用者数が低下又は既存の会員の

退会が増加する等、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

５【経営上の重要な契約等】

  特許に関する契約

　ソニー㈱の保有する広範な特許資産を利用しつつ、他社から特許侵害で訴えられる可能性を最小限に抑えるため、

親会社であるソニー㈱との間で特許権についての包括的なクロスライセンス契約を以下のとおり締結しています。

　特許権に関するクロスライセンス契約（契約締結日：平成17年10月１日）

　特許権に関するクロスライセンス契約に基づき、当社及びソニー㈱は、それぞれ相手方及びその子会社が保有す

る知的財産権を利用することができます。　

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において入手可能な情報から得られた当社の経営者の判

断に基づいています。

(1) 重要な会計方針及び見積

　当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されていま

す。この連結財務諸表の作成に当り、連結決算日における資産、負債の報告金額及び偶発資産、偶発負債の開示並び

に連結会計期間における収益及び費用の報告金額に影響を与えるような見積及び予測を必要とします。結果として

このような見積と実績が異なる場合があります。

　当社グループは、特に以下の重要な会計方針の適用が、その作成において使用される見積及び予測により、当社グ

ループの連結財務諸表の作成に大きな影響を及ぼすと考えています。

①　繰延税金資産

　当社グループで計上している繰延税金資産は、主として将来減算一時差異によるもので、将来の課税所得を減額

する効果を持つものです。

　評価性引当金は、主として将来実現が見込めない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異に係る繰延税金資

産に対するものです。当社グループでは評価性引当金の算定について、当社グループ各社のタックス・プランニ

ングによる回収可能性等を総合的に勘案して、当連結会計年度末において2,250百万円の評価性引当金を計上し

ています。

②　貸倒引当金

　当社グループは、債権の回収不能時に発生する損失の見積額について貸倒引当金を計上しています。一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、債務先の財務状態が悪化しその支払能力が

低下した場合は、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

　財務状態が悪化し、その支払能力が低下した債務先からの回収可能額を見積る際には、債務先企業の財政状態、

経営成績、事業計画、将来キャッシュ・フローの見積、格付ランク、事業計画や返済計画の実行可能性に影響する

その他特定の要因等を考慮しますが、時には見積や予測を必要とします。そのため、現在回収可能と考えている債

権残高に関して、債務先会社の継続的な経営成績の悪化や経済環境の変化等の追加情報を評価する結果、将来、債

権の一部は回収されない可能性があると判断される場合もあります。

③　のれん

　当社グループは、のれんをその効果の及ぶ年数で償却しています。投資の効果の及ぶ年数を決定する際には、買

収事業の事業計画等を考慮しますが、時には見積や予測を必要とします。そのため、買収事業の経営成績の悪化や

経済環境の変化等によって、当初見込まれていた年数で投資の効果が発現しないと判断される場合があります。

④　無形固定資産

　当社グループで計上している無形固定資産は、主としてソフトウェアによるものです。無形固定資産の償却につ

いては、自社利用ソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年以内）に基づく定額法、市場販売目

的ソフトウェアについては見込有効期間（３年以内）に基づく定額法、その他の無形固定資産については経済的

見積耐用年数に基づく定額法により償却しています。これらの利用可能期間、見込有効期間及び経済的見積耐用

年数の設定に当って、当社グループは、ネットワークサービス及びメディア・エンタテインメント関連事業にお

ける競争条件、技術進歩等を考慮します。当社グループは、無形固定資産の耐用年数の見積は合理的と考えていま

すが、将来の予測不能な事業の前提条件の変化は、これら資産の利用可能期間、見込有効期間及び経済的見積耐用

年数の決定及び見直しに影響を与えます。

⑤　減損会計

　当社グループでは、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しています。

　当社グループの固定資産の減損会計を適用する際のグルーピングは、管理会計上の区分をもとに、他の資産又は

資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によって実施さ

れています。

　当社グループは、減損の兆候が認められる資産又は資産グループについては、経済的残存使用年数の将来キャッ

シュ・フローを見積り、減損損失を認識するか判断しています。減損処理適用に係る判断の結果によっては、当社

グループの連結財務諸表に重要な影響を与える場合があります。
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⑥　投資の減損

　当社グループは、メディア・エンタテインメント事業等の業容拡大のため、ネットワーク関連企業の株式を所有

しています。これらの株式の多くは時価を合理的に算定できない非公開会社の株式です。当社グループは、その実

質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、投資の減損処理

を実施しています。また、保有する上場株式の時価が、著しく下落した場合においても、回復する見込みがあると

認められる場合を除き、投資の減損処理を実施しています。

　当社グループは、実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられるかどうかを判断するに当って、投資

先企業の財政状態、経営成績、事業計画、事業計画の実行可能性に影響するその他特定の要因、投資先企業が事業

を行っている産業の特殊性、実質価額の回復が十分見込まれる期間まで当社グループが保有しつづけることがで

きるか否か等を考慮しますが、時には見積や予測を必要とします。そのため、現在実質価額の回復可能性が十分な

証拠によって裏付けられていると判断している投資に関して、投資先会社の継続的な経営成績の悪化や経済環境

の変化等の追加情報を評価する結果、将来、実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられないと判断

される場合もあります。

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

　当連結会計年度の経営成績は、ネットワーク事業については、FTTHを中心とする接続サービスによる課金収入が増

加したこと及び平成22年２月より㈱USENからインターネットサービスプロバイダー事業を譲り受けたことから、当

期における売上高は、前年同期比20.1％増の64,444百万円（53,649百万円）となり、売上高に占める割合は72.8％

（70.9％）となりました。メディア・エンタテインメント事業については、オンラインゲームの売上が前年を下

回ったものの、連結子会社のエムスリー㈱の売上が伸びた結果、当期におけるメディア・エンタテインメント事業

の売上高は、前年同期比9.7％増の24,130百万円（22,003百万円）となり、売上高に占める割合は27.2％（29.1％）

となりました。

　当期純利益は、前年同期比14.8％増の3,660百万円（3,189百万円）となりました。これは、関係会社ののれんを一

部減損処理したものの、各段階利益の増加等に加え投資有価証券を一部売却したことにより7,949百万円の投資有

価証券売却益を計上したことによるものです。

(3) 当連結会計年度の財政状態の分析

（資産の部）

　当期末の総資産は113,067百万円となり、前期末と比べて8,463百万円増加しました。これは、主として関係会社の

のれんを一部減損処理したこと等によるのれんの減少4,338百万円があったものの、投資有価証券の売却収入等に

伴う現金及び預金の増加4,453百万円、投資有価証券の時価評価等による増加7,096百万円によるものです。

（負債の部）

　当期末の負債は38,564百万円となり、前期末と比べて1,298百万円増加しました。これは、主として法人税等の支払

により未払法人税等が1,549百万円減少したものの、投資有価証券の時価評価に伴う繰延税金負債等の固定負債が

2,835百万円増加したことによるものです。

（純資産の部）

　純資産は、当期純利益を計上したこと及びその他有価証券評価差額金等が増加したことにより、前期末比7,165百

万円増の74,503百万円となり、自己資本比率は60.3％となりました。

 

(4) 資金の源泉と流動性についての分析

　「第２　事業の状況」「１　業績等の概要」「(2)　キャッシュ・フロー」に示したとおりであります。

　なお、当社グループでは、余剰資金の運用については市場リスクや与信リスクを極めて限定的なものとする保守的

な運用方針とし、資金運用については、その資金使途や規模、期間を勘案した適切な手段によっています。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当連結会計年度における無形固定資産を含む設備投資の総額は3,535百万円で、その主な内容は、ソフトウェアの取

得、当社本社の器具・備品に関する支出です。なお、当連結会計年度中に重要な影響を及ぼす設備の売却、撤去等はあ

りません。

２【主要な設備の状況】

　平成23年３月31日現在における当社グループの設備、投下資本及び従業員の配置状況は以下のとおりです。なお、当

社及びその連結子会社は、サービスの特性及び市場の類似性を考慮してネットワーク事業、メディア・エンタテイン

メント事業にセグメントを分類しています。

(1) 提出会社

 平成23年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称 

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（人）

建物
(百万円)

器具・備品
(百万円)

ソフト
ウェア
（百万円）

リース資産
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

本社

(東京都品川区)

ネットワーク

事業

インターネッ

トサービス設

備、事務用機器

等

8 594 1,082 － 1,877 3,563 282

 

メディア・エ

ンタテインメ

ント事業

インターネッ

トサービス設

備、事務用機器

等

－ 22 361 － 60 444 59

 全社
事務所関連設

備等
286 28 456 － 6 776 99

　（注）１　帳簿価額のうち「その他」は、ネットワーク事業に対する建設仮勘定59百万円、のれん1,241百万円、ソフト

ウェア仮勘定149百万円、商標権428百万円、メディア・エンタテインメント事業に対するソフトウェア仮勘

定60百万円、全社に対する建設仮勘定０百万円、ソフトウェア仮勘定２百万円、商標権２百万円の合計額で

す。

２　本社の建物は賃借しており、年間賃借料は618百万円です。なお、上記の表中の建物の金額は、賃借中の建物に

施した建物附帯設備の金額です。
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(2) 国内子会社

 平成23年３月31日現在

会社名
(所在地)

セグメントの
名称 

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（人）

建物
(百万円)

器具・備品
(百万円)

ソフト
ウェア
（百万円）

リース資産
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

エムスリー㈱

(東京都港区)

メディア・エ

ンタテインメ

ント事業

事務用機器及

びソフトウェ

ア等

80 65 244 － 2,253 2,643 111

㈱ゲームポット

(東京都港区)

メディア・エ

ンタテインメ

ント事業

事務用機器及

びソフトウェ

ア等

18 93 271 － 1,849 2,233 177

　（注）１　エムスリー㈱の帳簿価額のうち「その他」は、メディア・エンタテインメント事業に対するのれん1,614百万

円、ソフトウェア仮勘定32百万円、特許権１百万円、商標権０百万円、電話加入権０百万円、その他603百万円

の合計額です。㈱ゲームポットの帳簿価額のうち「その他」は、メディア・エンタテインメント事業に対す

るのれん40百万円、ソフトウェア仮勘定931百万円、権利金732百万円、その他144百万円の合計額です。

２　上記従業員以外に提出会社との兼務の従業員がいます。

(3) 在外子会社

 平成23年３月31日現在

会社名
(所在地)

セグメントの
名称 

設備の内容

帳簿価額
従業員数
（人）

建物
(百万円)

器具・備品
(百万円)

ソフト
ウェア
（百万円）

リース資産
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

So-net

Entertainmet

Taiwan Ltd.

(台湾　台北市)

ネットワーク

事業

インターネッ

トサービス設

備、事務用機器

等

－ 51 7 40 123 221 155

　

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設

　重要な設備の新設の計画はありません。

(2) 重要な改修

　重要な設備の改修、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 942,080

計 942,080

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（平成23年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年６月20日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 255,538 255,538
東京証券取引所 

市場第一部

当社は単元株制度

を採用していませ

ん。

計 255,538 255,538 － －

　

(2)【新株予約権等の状況】

平成19年11月16日取締役会決議（第１回新株予約権）

会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数（個） 92 92

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 92 92

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左

新株予約権の行使期間
　自　平成19年12月７日

　至　平成49年12月６日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　454,732

資本組入額　　　227,366
同左

新株予約権の行使の条件

当社の取締役の地位を喪

失後、１年を経過した場合

に限り行使することがで

きる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
当社取締役会の承認を要

するものとする。
同左

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
 －  －

（注）　発行価格は、行使時の払込金額１円と新株予約権の付与日における公正な評価額454,731円を合算しています。
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平成20年11月19日取締役会決議（第２回新株予約権）

会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数（個） 81 81

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 81 81

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左

新株予約権の行使期間
　自　平成20年12月６日

　至　平成50年12月５日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　211,272

資本組入額　　　105,636　　　

（注）１

同左

新株予約権の行使の条件

当社の取締役の地位を喪

失後、１年を経過した場合

に限り行使することがで

きる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
当社取締役会の承認を要

するものとする。
同左

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
 （注）２ 同左

（注）１　発行価格は、行使時の払込金額１円と新株予約権の付与日における公正な評価額211,271円を合算していま

す。

２　組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直

前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編

対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移

転計画において定めることを条件とします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定しま

す。

なお、「新株予約権の目的である株式の種類及び数」は次の通りです。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下

「付与株式数」という。）は１株とします。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が、当社普通株式につき、株式

分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を

行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り

捨てるものとします。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
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調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その

効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議

案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の

終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終

結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。

上記の他、割当日後、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うもの

とします。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を

新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に通知し

ます。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知する

ものとします。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(3)に従って

決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得た金額とします。再編後

払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の

株式１株当たり１円とします。

(5）新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の満了日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

項」に準じて決定します。

なお、「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項」は次の通りです。

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとします。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

(8) 新株予約権の取得事由及び条件

「新株予約権の取得事由及び条件」に準じて決定します。

なお、「新株予約権の取得事由及び条件」は次の通りです。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割

契約もしくは分割計画承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別

途定める日に、無償で新株予約権を取得することができます。

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 26/129



平成21年11月25日取締役会決議（第３回新株予約権）

会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数（個） 161 161

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 161 161

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左

新株予約権の行使期間
　自　平成21年12月12日

　至　平成51年12月11日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　181,315

資本組入額　　　 90,658

（注）１

同左

新株予約権の行使の条件

当社の取締役の地位を喪

失後、１年を経過した場合

に限り行使することがで

きる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
当社取締役会の承認を要

するものとする。
同左

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
 （注）２ 同左

（注）１　発行価格は、行使時の払込金額１円と新株予約権の付与日における公正な評価額181,314円を合算していま

す。

２　組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直

前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編

対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移

転計画において定めることを条件とします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定しま

す。

なお、「新株予約権の目的である株式の種類及び数」は次の通りです。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下

「付与株式数」という。）は１株とします。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が、当社普通株式につき、株式

分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を

行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り

捨てるものとします。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
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調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その

効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議

案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の

終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終

結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。

上記の他、割当日後、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うもの

とします。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を

新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に通知し

ます。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知する

ものとします。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(3)に従って

決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得た金額とします。再編後

払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の

株式１株当たり１円とします。

(5）新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の満了日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

項」に準じて決定します。

なお、「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項」は次の通りです。

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとします。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

(8) 新株予約権の取得事由及び条件

「新株予約権の取得事由及び条件」に準じて決定します。

なお、「新株予約権の取得事由及び条件」は次の通りです。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割

契約もしくは分割計画承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別

途定める日に、無償で新株予約権を取得することができます。
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平成22年11月25日取締役会決議（第４回新株予約権）

会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権の数（個） 150 150

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 150 150

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左

新株予約権の行使期間
　自　平成22年12月14日

　至　平成52年12月13日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　 231,646

資本組入額　　　115,823

（注）１

同左

新株予約権の行使の条件

当社の取締役の地位を喪

失後、１年を経過した場合

に限り行使することがで

きる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
当社取締役会の承認を要

するものとする。
同左

代用払込みに関する事項  －  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項
 （注）２ 同左

（注）１　発行価格は、行使時の払込金額１円と新株予約権の付与日における公正な評価額231,645円を合算していま

す。

２　組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直

前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を有する新株予約権者に対し、それぞ

れの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」とい

う。）の新株予約権をそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編

対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予

約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移

転計画において定めることを条件とします。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定しま

す。

なお、「新株予約権の目的である株式の種類及び数」は次の通りです。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下

「付与株式数」という。）は１株とします。

ただし、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が、当社普通株式につき、株式

分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を

行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り

捨てるものとします。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・併合の比率
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調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その

効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議

案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の

終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終

結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。

上記の他、割当日後、付与株式数を調整することが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うもの

とします。

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を

新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に通知し

ます。ただし、当該適用の日の前日までに通知を行うことができない場合には、以後速やかに通知する

ものとします。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に上記(3)に従って

決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得た金額とします。再編後

払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の

株式１株当たり１円とします。

(5）新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編

行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行

使することができる期間の満了日までとします。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事

項」に準じて決定します。

なお、「新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する

事項」は次の通りです。

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとします。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

(8) 新株予約権の取得事由及び条件

「新株予約権の取得事由及び条件」に準じて決定します。

なお、「新株予約権の取得事由及び条件」は次の通りです。

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割

契約もしくは分割計画承認の議案が株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式

交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会が別

途定める日に、無償で新株予約権を取得することができます。

　

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

 平成22年４月１日～

 平成23年３月31日

 （注）

    18 255,538 4 7,969 4 8,467

　（注）　新株予約権の行使による増加です。

(6)【所有者別状況】

 平成23年３月31日現在

区分

株式の状況
単元未満株式
の状況（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人）    － 28 23 78 126 7 8,266 8,528 －

所有株式数

（株）
    － 25,042 1,273150,16253,163 28 25,870255,538   －

所有株式数の

割合（％）
－ 9.80 0.50 58.76 20.80 0.01 10.12 100.00 －
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(7)【大株主の状況】

 平成23年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式
数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合
（％）

ソニー株式会社 東京都港区港南１丁目７番１号 116,56045.61

株式会社ソニーファイナンスイン

ターナショナル
東京都港区南青山１丁目１番１号 32,110 12.56

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社(信託口)
東京都中央区晴海１丁目８番11号 10,363 4.05

ステート ストリート バンク アン

ド トラスト カンパニー 

(常任代理人 香港上海銀行東京支

店)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A.

(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)
9,564 3.74

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社(信託口)
東京都港区浜松町２丁目11番３号 7,095 2.77

ザ チェース マンハッタン バンク

385036

(常任代理人 株式会社みずほコー 

 ポレート銀行決済営業部)　

360 N.CRESCENT DRIVE BEVERLYHILLS, CA 90210 U.S.

A.

(東京都中央区月島４丁目16番13号)　

3,759 1.47

ノムラ インターナシヨナル ピーエ

ルシーロンドン セキユリテイー レ

ンデイング　

(常任代理人 野村證券株式会社)

NOMURA HOUSE 1 ST. MARTIN'S-LE-GRAND LONDON

EC1A 4NP U.K.　

(東京都中央区日本橋１丁目９番１号)

3,427 1.34

ビービーエイチ ルクス フイデリテ

イ フアンズ パシフイツク　フアン

ド　

(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ

銀行)　

2A RUE ALBERT BORSCHETTE LUXEMBOURG L-1246

(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号)
2,741 1.07

バンク オブ ニューヨーク ヨー

ロッパ リミテッド 131705

(常任代理人 株式会社みずほコー 

 ポレート銀行決済営業部)

67 LOMBARD STREET LONDON EC3P 3DL

(東京都中央区月島４丁目16番13号)
2,058 0.80

オーエム04エスエスビークライアン

トオムニバス

(常任代理人 香港上海銀行東京支

店)

338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA

 (東京都中央区日本橋３丁目11番１号)
1,822 0.71

計 － 189,49974.16

　（注）　上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は以下の通りであります。

　　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)　　　10,338株

　　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)　         6,707株
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(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  255,538 255,538 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 255,538 － －

総株主の議決権 － 255,538 －

　

②【自己株式等】

 平成23年３月31日現在 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－ －   －   －   －  －

計 －   －   －   －  －
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(9)【ストックオプション制度の内容】

　当該制度は、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成19年５月21日開催の取締役

会及び平成19年６月20日開催の定時株主総会において決議されたものであります。

　

　当該制度の内容は、次の通りであります。

　　決議年月日 　　平成19年６月20日

　　付与対象者の区分及び人数 　　当社取締役（社外取締役は除く）

　　新株予約権の目的である株式の種類 　　普通株式　

　　株式の数 　　300株を上限とする　（注）１

　　新株予約権の行使時の払込金額 　　１円　（注）２

　　新株予約権の行使期間
　　新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の期間

　　で、当社取締役会の定める期間とする。

　　新株予約権の行使の条件

　　新株予約権者が当社の取締役の地位を喪失した場合に

　　限り行使することが出来るものとし、その他の新株予

　　約権の行使の条件については、当社取締役会において

　　決定するものとする。

　　新株予約権の譲渡に関する事項 　　当社取締役会の承認を要するものとする。

　　代用払込みに関する事項 －

　　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１　① 各新株予約権の目的である株式の数（以下「付与株式数」という）は１株とする。

なお当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。）又は株式併合等を

行うことにより、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとす

る。　

② 各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内の日に発行する新株予約権を行使することにより交付

を受けることができる株式の数は300株を上限とし、付与株式数が調整された場合には、調整後付与株式

数に新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

２　① 新株予約権の割当てに際して、ブラックショールズモデルにより算定した公正価値を基準として、当社取

締役会において決定する。

② 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を

受けることができる株式１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じて得た金額とする。

　　

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

　　該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

　　該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　　該当事項はありません。
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３【配当政策】

　当社は、企業価値の最大化のため将来の事業拡大に必要不可欠な財務基盤の強化と投資のための内部留保を確保し

つつ、毎期のキャッシュ・フローを勘案した上で、株主の皆様に対して配当等の利益を還元することを基本方針とし

てまいります。

　配当性向につきましては、連結業績を基本として考えることとし、目標配当性向は、連結当期純利益の20％から30％

を目安といたします。

　当期は、中間配当金として1,500円、期末配当金として1,800円といたします。

　この結果、１株当たり年間配当金は3,300円となります。配当性向は、23.0％です。

　また、内部留保金につきましては、当社グループの成長の加速、業容の拡大に寄与すると判断した企業に対しての出

資やM&A、アライアンスの推進、接続サービスの事業拡大に必要なバックヤード機能強化のための投資、また、内部統制

システム、コンプライアンス体制、個人情報保護に代表される情報セキュリティの強化のために必要とされる投資に

充当いたします。

　なお、当社は、剰余金の配当等を、会社法第459条第１項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議に

より行うことができる旨定款に定めています。

　　　基準日が当連結会計年度に属する剰余金の配当

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

平成22年10月27日

取締役会決議
383 1,500

平成23年５月９日

取締役会決議
459 1,800

 

４【株価の推移】

(1)【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

最高（円） 431,000
465,000

※ 498,000
458,000 245,800 321,500

最低（円） 180,000
296,000

※ 275,000
143,100 171,600 197,500

　（注）　 最高・最低株価は、平成20年１月17日より東京証券取引所市場第一部におけるものであり、それ以前は同取引所

マザーズにおけるものです。なお、平成19年度の事業年度別最高・最低株価のうち、※印は同取引所マザーズ

におけるものです。

　

(2)【最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別 平成22年10月 11月 12月 平成23年１月 ２月 ３月

最高（円） 224,800 250,000 257,200 284,000 306,500 321,500

最低（円） 197,500 206,600 232,400 243,200 276,000 219,000

　（注）　 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役 執行役員社長 吉田　憲一郎 昭和34年10月20日生

昭和58年４月　ソニー株式会社入社

平成12年７月　当社入社

平成12年９月　ソネット・エムスリー株式会社

（現エムスリー株式会社）取締

役（現在）

平成13年５月　当社執行役員

平成17年４月　当社代表取締役 執行役員社長　　

(現在）

平成18年７月　テレビポータルサービス株式会社

（現株式会社アクトビラ）取締

役（現在）　

(注）４ 74　

取締役 執行役員専務 十時　裕樹 昭和39年７月17日生

昭和62年４月　ソニー株式会社入社

平成14年２月　ソニー銀行株式会社代表取締役

平成17年６月　当社入社

当社取締役兼執行役員専務

平成20年６月　当社取締役 執行役員専務（現

在）

平成22年７月　株式会社ゲームポット取締役

平成23年３月　Chorokbaem Media Co., Ltd.取締

役（現在）

平成23年６月　株式会社ゲームポット取締役会長

（現在）

(注）４ 13

取締役 執行役員専務 会田　容弘 昭和36年８月27日生

昭和59年４月　ソニー株式会社入社

平成13年４月　当社入社

平成16年７月　当社執行役員

平成19年６月　当社取締役 執行役員

平成20年１月　So-net Entertainment

Taiwan Ltd. 董事長(現在)

平成20年６月　当社取締役 執行役員専務（現

在）

(注）４ 12

取締役 執行役員 菊池　正郎 昭和30年２月13日生

昭和53年４月　ソニー商事株式会社（現ソニー

マーケティング株式会社）入社

昭和56年１月　ソニー株式会社入社

平成７年11月　当社入社

平成10年10月　日本インターネットエクスチェン

ジ株式会社取締役（現在）　

平成12年６月　当社執行役員

平成17年６月　当社取締役兼執行役員常務

平成18年４月　当社取締役 執行役員（現在）

(注）４ 16

取締役  栗原　宏 昭和30年２月25日生

昭和54年４月　ソニー株式会社入社

平成18年６月　株式会社ソニーファイナンスイン

ターナショナル取締役(現在）

ソニー株式会社財務部統括部長　

　　　　　

平成19年６月　当社取締役(現在）

平成20年８月　ソニー株式会社財務部門部門長

（現在）

平成22年７月　ソニー株式会社VP（現在）　

(注）４ －

取締役  石黒　美幸 昭和39年10月26日生

平成３年４月　弁護士登録（東京弁護士会）

常松 築瀬 関根法律事務所入所

平成11年１月　同事務所パートナー

平成12年１月　長島・大野・常松法律事務所パー

トナー（現在）

平成18年６月　当社取締役（現在）

(注）４ －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役  三尾　徹 昭和38年１月27日生

昭和63年４月　ソロモン・ブラザーズ・アジア証

券会社東京支店入社

平成12年１月　日興シティグループ証券株式会社

マネジングディレクター

平成17年10月　株式会社あすかDBJパートナーズ

代表取締役

平成20年６月　当社取締役（現在）

平成22年４月　株式会社ミオアンドカンパニー代

表取締役（現在）　

(注）４ 13

常勤監査役  吉村　正直 昭和31年５月17日生

昭和56年４月　ソニー株式会社入社

平成10年１月　当社入社

平成13年５月　ソネット・エムスリー株式会社

（現エムスリー株式会社）監査

役

平成17年４月　当社執行役員

平成18年５月　当社経営企画部門部門長

平成20年４月　So-net Entertainment Taiwam

Ltd.CFO　

平成23年６月　当社常勤監査役（現在）

(注）５ －

監査役  相内　泰和 昭和27年７月１日生

昭和52年４月　モルガン銀行東京支店入行

平成10年４月　バンク・オブ・アメリカ東京支店

入行　同日本総支配人

平成15年７月　ドイツ銀行　東京支店入行　同支店

長（現在)

平成18年６月　当社監査役（現在）　

(注）５ －

監査役  角　文雄  昭和32年11月27日生

昭和57年４月　ソニー株式会社入社

平成８年３月　上海索広電子有限公司　管理部部

長

平成16年７月　ソニー株式会社　経理部　担当部長

平成21年７月　同社　PI&S事業本部　経営企画部門

経理部 統括部長

平成23年６月　当社監査役（現在）　

(注）５ －

計 128

　（注）１　石黒美幸、三尾徹の２名は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

２　相内泰和、角文雄の２名は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。

３　当社は、執行役員制度を導入し、執行役員５名を選任しています。

４　平成23年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５　平成23年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

　当社は、経営の透明性を高め、効率的な企業運営を行うため下記に記載するコーポレート・ガバナンスの施策を実

施しています。

①　コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

　当社は、事業環境の変化が激しいインターネット関連の事業を営んでいくにあたり、その社会的責任を認め、法

令の遵守（コンプライアンス）はもとより、多様化するビジネスリスクへの対応を図り、経営の健全性、透明性及

び効率性を保ちつつ、事業環境の変化に対して迅速に意思決定し、説明責任を果たすことで株主価値の向上を図

ることが、ステークホルダーの要望や期待に応えていくことにつながるものと考えています。

　また、当社は「ソネットグループ行動規範」を定めており、役員、従業員に対し、その遵守を求めています。

　当社は、今後とも上記をはじめとするコーポレート・ガバナンス体制の構築並びに充実に努めていきたいと考

えています。

イ　企業統治の体制の概要

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する体制としては、監査役制度採用会社として、取締役全７名中、会社

法に定める社外取締役を２名選任しています。また、監査役全３名中、会社法に定める社外監査役を２名選任し

ています。

　当社は、取締役会及び監査役会において、上記のような社外の取締役、監査役を配することでコーポレート・

ガバナンスにおける「チェックアンドバランス（牽制と均衡）」をもって企業経営にあたっています。なお、

社外取締役、監査役に関して、専従のスタッフは配置していません。

　社外取締役及び社外監査役に関するサポート体制としては、取締役会事務局の従業員が適宜取締役会議案並

びに日常の業務執行に関する質問について対応をしています。また、社外監査役については、専任の従業員は置

いていませんが、監査役の求めに応じ、内部監査室の社員が適宜、監査役の業務監査における補助業務を行なっ

ています。

　当社は、執行役員制度を導入し、執行役員として５名を選任しており、そのうち４名が取締役を兼務していま

す。執行役員は、取締役会より委任を受け、取締役会により決議された事項について業務を執行し、調整等を

図っています。

　当社は、このほか、以下のような機関によりコーポレート・ガバナンスに関する体制を構築しています。

ａ　経営会議

　経営会議規程に基づく社長決裁の事前審議及び重要事項の報告・提言について協議する機関として、執行

役員によって構成され、原則毎週１回の頻度で開催されています。なお、常勤監査役は業務監査の一環とし

て、陪席することになっています。

ｂ　報酬委員会

　報酬委員会規程に基づき、取締役会において当社及びソニーグループ以外の社外より３名を選任し、取締役

の個別報酬について代表取締役に対し答申を行っています。開催は原則として年１回となっています。

ｃ　内部監査室

　代表取締役の直轄組織として位置付けられ、従業員６名が従事しています。

　内部監査計画は、全社的なリスク分析を行なった結果に基づき、リスクの内容・重要度を考慮して年度毎に

策定しています。また、内部監査実施にあたっては必要に応じて外部の専門家に監査サポートを委託する等、

有効性を高めています。

　内部監査の結果は代表取締役に報告しています。また、内部監査を通じて発見された課題や問題点は被監査

部門へ改善提案や勧告を行うとともにフォローアップ監査により改善状況を確認しています。 
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　これらの関係を図示すると以下のようになります。

ロ　企業統治の体制を採用する理由

　当社は、業容、業績及び会社規模等に鑑み、適切な社外取締役並びに社外監査役の選任を行い、係る人員を含み

構成される取締役会と監査役会が有機的に連携し、監査・監督機能を健全、かつ、効果的に発揮する経営ガバナ

ンス体制が相当と考えています。この体制により、社外取締役・社外監査役がそれぞれ有する専門性や総合的

知見のもと、取締役会に上程される議案等に関し、特定のステークホルダーや業務執行役員等の利害に偏向す

ることなく中立的に、かつ、広く当社のステークホルダー全体の利益に資するよう、公正な観点から発言するこ

とが可能となり、業務執行役員による業務への、監督・監査が適切に機能しています。　

　

ハ　内部統制システムの整備の状況

　当社では、内部統制システムについて以下の基本方針を取締役会において決議し、関連諸規定の整備を実施

し、社内で周知徹底を図っています。　

ａ　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制　

　取締役及び使用人は、取締役会で定められた経営機構及び行動規範・職務分掌等に基づき職務の執行を行

う。

　監査役は、取締役会等の重要会議に出席するなど法令に定める権限を行使し、取締役が内部統制システムを

適切に構築し、運用しているかを内部監査部門・会計監査人と連携・協力の上、監視し検証する。

　内部監査部門は、監査役・会計監査人と連携・協力の上、内部統制システムの整備・運用状況を監視し、検

証する。

　取締役及び使用人は、反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で対応し、その関係排除に取り組む。

ｂ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役は職務の執行に係る情報を社内規程等に従い、適切に保存、管理する。

ｃ　損失の危機の管理に関する規程その他の体制

　取締役会は、リスク管理を統括する部門を定め、当社及び子会社の損失の危険を管理する。

ｄ　取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会は、社内規程等を定め、取締役の職務の遂行が効率的に行われる体制を構築する。

ｅ　当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　当社の監査役は、子会社の内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、必要に応じて法令等に定

める権限を行使し、子会社の調査等を行う。

　当社の内部監査部門は、子会社の内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、子会社の内部統制

及び外部監査の結果を監視し、検証する。

　当社及び子会社は、必要に応じて、親会社に当社グループの経営情報を提供し、また、親会社内部監査部門と
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の連携を行う。

　当社及び子会社は、社内通報制度を設け、当社及び子会社の役員・使用人は親会社及び当社の窓口に直接通

報することができる。

ｆ　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する体制

　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人の任命を行う。

ｇ　前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役の職務を補助すべき使用人の任免及び人事考課については、監査役の同意を必要とする。

ｈ　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

　取締役及び使用人は、監査役から事業の報告を求められた場合は、速やかに報告する。

　取締役及び使用人は、社内通報制度を利用した通報を受理したときは、ただちに監査役に報告する。

ｉ　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置

をとる。

ニ　リスク管理体制の状況 

  当社では、各種事業を推進する際に、取締役会を最高意思決定機関として、経営会議等の各種重要会議体にお

いて市場環境、競合状況等の事業環境を把握し、商品・サービスの品質や価格等の分析を通じて事業リスク等

を勘案した上で適切な経営判断を行うための体制を決裁規程や業務分掌の整備等を通じて構築しています。事

業の推進にあたり、投融資も積極的に活用しているため、経営会議、取締役会等において採算性、収益性等から

投資リスクを多面的に分析し、十分に審議した上で実行しています。また、実行後に関しては、所管部署におい

てリスクの内容や影響度について定期的に観察し、報告を行っています。

  近年特にその重要度が増しつつある情報漏洩リスクに対しては、情報セキュリティ確保のための専門部署を

設置し、個人情報及び情報資産に関する保護、管理についての体制を構築しています。コンプライアンスに関し

ては、行動規範やマニュアルを制定し、所管部署が役職員を中心に教育・啓蒙活動を定期的に行い、関連法規等

の遵守を促す体制を構築しています。　

　

ホ　内部監査及び監査役監査の状況

　監査役会が定めた年間監査計画に基づき実施された監査結果及び内部監査室の年間監査計画に基づいて実施

された監査結果について、監査役会と内部監査室は適宜、相互に報告を行い、情報交換をしています。また、監査

役監査、内部監査のそれぞれの監査の過程において発見された事項については、相互に情報交換を行い、取締

役、その他の執行機関に対して、業務改善等に関する提言を監査役と内部監査室が連携し、もしくは個別に行

なっています。また、内部統制部門に対しても、当該事項について相互に情報交換を行い、業務改善等に関する

提言を監査役と内部監査室が連携し、もしくは個別に行なっています。

　当社は会計監査人設置会社であり、あらた監査法人との間で監査契約を締結し、会計監査を受けています。監

査役、内部監査室及び監査法人は相互に連携をとり、監査結果報告会等を開催するなどして情報の共有を行い、

三様監査の実効性を高めています。　　

　

へ　会計監査の状況

  平成22年度においてあらた監査法人による監査業務に従事している公認会計士は善塲秀明であり、当社及び

当社の子会社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、公認会計士試験合格者12名、その他11名となっ

ています。各監査役は、監査法人より、年間の監査計画、実施した監査手続の概要、監査実施結果、会計上の主要

検討事項並びに内部統制に関する事項等について報告を受け、四半期ごと意見交換等を行っています。また、監

査法人からは四半期ごとのレビュー結果報告書及び年１回の監査結果報告書の提出を受けており、各監査役は

その報告内容について、取締役又は取締役会に対し報告を行い、指摘された事項に関する業務改善の勧告を

行っています。

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 40/129



ト　社外取締役及び社外監査役

　当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

  当社と社外取締役及び社外監査役との利害関係に関しては、以下の通りであり、その他については利害関係

はありません。

ａ　資本的関係

　社外取締役のうち三尾徹は当社株式を12株を保有しています。

ｂ　取引関係

　　　社外取締役のうち三尾徹は、㈱ミオアンドカンパニーの代表権を有していますが、同社と当社との間に利害関

係はありません。また、社外監査役のうち相内泰和は、ドイツ銀行東京支店の代表権を有していますが、同銀

行と当社との間に利害関係はありません。

ｃ　人的関係

　　　社外監査役のうち角文雄は、当社の親会社であるソニー㈱のPI＆S事業本部 経営企画部門 経理部 統括部長

であり、同社と当社との間では、特許権に関するクロスライセンス契約に基づく取引関係があります。 

　当社の社外取締役は、まず、弁護士として主に会社のファイナンスやコーポレート・ガバナンス、コンプライ

アンスに関わる業務を経験してきており、コーポレート・ガバナンスの観点から当社の業務執行の妥当性につ

いて監督できる知見と能力があるものと判断した者を１名、さらに、証券会社等において投資事業に関わる業

務を経験してきており、それらに関する造詣が深く、当社の企業集団における投融資の業務執行の妥当性につ

いて監督できる知見と能力があるものと判断した者を１名、それぞれ選定しています。

　当社では、社外取締役に関して、当社の親会社及びグループ会社の業務経験を持たない等、その職務経歴等か

ら鑑み、特定のステークホルダー及び当社業務執行役員等に対し、類型的に特別な利害関係がないと判断され

る者を１名以上含めることにより、公正な監督機能が維持される体制を指向しています。また、当該社外取締役

には、当社の経営に必要とされる専門性や総合的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、合

理的かつ的確な監督ができる人材を選任しています。　

  当社の社外監査役は、親会社であるソニー㈱のPI&S事業本部 経営企画部門 経理部を統括している者を１名

（非常勤監査役）、さらに前職並びに現職において、金融機関における代表者として、コーポレート・ガバナン

ス、特に内部統制に関してマネジメントとして関わっている者を１名（非常勤監査役）、それぞれ選定してい

ます。

　当社では、社外監査役に関して、当社の親会社及びグループ会社の業務経験を持たない等、その職務経歴等か

ら鑑み、特定のステークホルダー及び当社業務執行役員等に対し、類型的に特別な利害関係がないと判断され

る者を１名以上含めることにより、公正な監督・監査機能が維持される体制を構築しています。また、当該社外

監査役には、必要とされる専門的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、当社における経営

ガバナンスが健全に機能するよう、適宜、適切な監督・監査ができる人材を選任しています。　

　以上の点を踏まえて、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査に

際し、社外取締役及び社外監査役は、他の社外取締役、他の社外監査役、会計監査人又は内部監査室との間で相

互に情報交換を行っており、提言又は報告された事項について検討を行っております。また、社外取締役及び社

外監査役は、内部統制部門に対しても、内部統制規程に基づく内部統制システムの整備と運用に関連し、相互に

情報交換を行い、業務改善等に関する提言を当該内部統制部門に対し行っております。

チ　責任限定契約の内容の概要

　平成18年６月22日開催の第11期定時株主総会で定款を変更し、取締役の責任免除、社外取締役の責任限定契

約、監査役の責任免除及び社外監査役の責任限定契約の規定を設けています。また、これに基づき、社外取締役

である石黒美幸、三尾徹並びに社外監査役である角文雄及び相内泰和の各氏は、それぞれ、当社との間で責任限

定契約を締結しています。

（社外取締役の責任限定契約）

  会社法第423条第１項に基づき当社に対して損害賠償責任を負う場合において、当該社外取締役がその職

務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、20百万円又は会社法第425条第１項において

定義される最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。

 （社外監査役の責任限定契約）

　会社法第423条第１項に基づき当社に対して損害賠償責任を負う場合において、当該社外監査役がその職務

を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、20百万円又は会社法第425条第１項において定

義される最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする。
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リ　役員報酬の内容

　

役員の区分

　

　

役員報酬等の総

額（百万円）　

　

　

報酬等の種類別の総額（百万円）　

　

　

対象となる役

員の員数

（人）　

　
基本報酬　

ストック

オプション　
賞与　 退職慰労金　

取締役

（社外取締役を除く）　
167 107 34 24 － 4

監査役

（社外監査役を除く）　
－ － － － － －

社外役員　 22 22 － － － 4

　使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものは、ありません。 

　

ヌ　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

ａ　取締役報酬について　

　取締役の主な職務が当社グループの業務執行の監督及び業務執行の中核を担う経営層であることを鑑み、

優秀な人材を当社の経営層として確保するとともに、短期及び中長期の業績向上に対するインセンティブと

して有効に機能させることを取締役報酬決定に関する方針とし、取締役会が選任する社外有識者３名による

報酬委員会の答申に基づいて取締役の個別報酬を決定しています。

　具体的には、取締役報酬の構成を

　・基本報酬（定額報酬）

　・年次賞与（業績連動報酬）

　・株式報酬型ストックオプション

とし、各報酬項目の水準及び構成比については、業績及び株主価値への連動を重視し、前記方針に沿った設　

定を行うものとし、第三者による経営者報酬に関する調査に基づき、職責に応じて適切な報酬水準としてい

ます。　

　年次賞与（業績連動報酬）については、営業利益等の会社業績及び担当職務に関する業績達成度を支給内

容決定の基礎とし、標準支給額に対し、０％から200％の範囲で支給額が変動するものとしています。

　また、株式報酬型ストックオプションに関する報酬の水準は、取締役の職責や貢献度等を考慮した水準とし

ています。

　社外取締役に対して年次賞与（業績連動報酬）と株式報酬型ストックオプションに関する報酬は支給して

いません。　　

ｂ　監査役報酬について

　監査役の報酬は、会社業績に左右されず取締役の職務執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮して、

定額報酬である基本報酬のみとしています。

　

ル　取締役の定数

  当社の取締役は、12名以内とする旨定款に定めています。

ヲ　取締役の選任及び解任の決議要件

  当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。  

　また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その

議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めています。

　

ワ　剰余金の配当等の決定機関

　当社は、剰余金の配当等会社法459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、

株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨、定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締

役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。　

 

カ　株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

ⅰ　当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会決議を

もって市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めています。

ⅱ　当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項に基づく取締役

（取締役であった者を含む。）または監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免
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除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能

力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

　

ヨ　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めてい

ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを

目的とするものです。　

　

②  親会社等の企業グループにおける当社グループの位置付けその他の当社グループと親会社等との関係 

イ　ソニーグループ内における当社との競合について

  現在、国内においてソニーグループ内で広く一般に当社の主力事業であるインターネット接続事業を営んで

いるのは当社のみであり、当社は今後とも他のソニーグループ各社との連携も図りながら、主力事業全般の強

化に積極的に取り組んでまいります。

 

ロ　人的関係について（従業員等）

　現在はソニーグループからの出向者は受け入れていません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       

ハ　人的関係について（取締役、監査役）

　取締役として、当社の株主で親会社であるソニー㈱より、同社VP及び財務部門部門長である栗原宏氏を選任し

ており、社外監査役は、同じくソニー㈱より角文雄氏（非常勤監査役）を選任しています。

　なお、当社に対するソニーグループの出資比率が変更された場合には、これらの人的関係が変動する可能性が

あります。

　

ニ　ソニー㈱の持株比率と特許の取り扱いについて

　ソニー㈱における持株比率は、直接保有、間接保有分を含め、現時点で過半数が維持されています。

　しかしながら、なんらかの理由によりソニーグループの持株比率が過半数を割った場合、平成17年10月１日に

締結した「特許権に関するクロスライセンス契約」において、特許権についてソニー㈱の保有する広範な特許

資産を利用することができなくなる可能性があり、他社の特許侵害回避や訴訟等への対応で費用が発生し、当

社の事業運営に重大な支障を来たす可能性があります。

　

③  当社グループにおける子会社及び関連会社との関係

　当社は、当社が株式持分を保有する子会社及び関連会社と協働し、相乗効果を発揮するため、当社役員及び従業

員が、子会社及び関連会社の役員を兼任しています。

  しかしながら、当社事業とその子会社や関連会社の事業との間に競合が生じた場合やその他の事由により、当

社事業において相乗効果が発揮又は期待できない可能性があります。

　

④  株式の保有状況

イ　投資株式のうち保有目的が純投資目的以外であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

該当する投資株式は保有していません。

　

ロ　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

 該当する投資株式は保有していません。
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ハ　保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び

に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

　

　

前事業年度

（百万円）　

　

当事業年度（百万円）　

　

貸借対照表計上

額の合計額

貸借対照表計上

額の合計額　

受取配当金

の合計額　

売却損益

の合計額　

評価損益

の合計額

非上場株式　 294 202 5 － （注）

上記以外の株式　 48,347 54,868 269 7,808 53,841

　（注）　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することは極めて困難と認められることから、「評価

損益の合計額」は記載しておりません。　

二　投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上

額

銘柄 株式数（株） 貸借対照表計上額（百万円）

㈱UCOM 9,800 111

台湾国際角川書店股分有限公司 99,712 2
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(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分
前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 59 － 53 9

連結子会社 58 － 67 －

計 117 － 120 9

②【その他重要な報酬の内容】

 (前連結会計年度）

  当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパース

株式会社に対して当社のシステム導入支援に関するアドバイザリー・サービスの対価として30百万円を支

払っています。

　また、当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハ

ウスクーパースの海外法人に対して、監査証明業務等の報酬として１百万円を支払っています。

（当連結会計年度）　

　当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパース

株式会社に対して当社のシステム導入支援に関するアドバイザリー・サービスの対価として27百万円を支

払っています。

　また、当社の連結子会社は、当社の監査公認会計士と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハ

ウスクーパースの海外法人に対して、監査証明業務等の報酬として１百万円を支払っています。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

 (前連結会計年度）

　該当事項はありません。

（当連結会計年度）

　当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としては、当社の属する企業集団及

び当社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制の評価を行うことに

関するアドバイザリー・サービスの提供です。

④【監査報酬の決定方針】

　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、業務の特性、監査日数、規模等を勘案した上で、

代表取締役が監査役会の同意を得て定めています。　
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しています。

　なお、前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、

当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成し

ています。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。

　なお、前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しています。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度(平成21年４月１日から平成22年３月31

日まで)及び当連結会計年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成

21年４月１日から平成22年３月31日まで)及び当事業年度(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)の財務諸表

について、あらた監査法人により監査を受けています。

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みとして、会計基準等の内容を適切かつ適宜把握す

る体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し情報収集に努めるとともに、監査法人等の主催する

セミナーに適宜参加しています。
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１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 18,833 23,286

受取手形及び売掛金 16,105 16,395

商品及び製品 41 37

仕掛品 121 193

原材料及び貯蔵品 27 40

繰延税金資産 1,119 1,332

その他 1,378 1,684

貸倒引当金 △95 △269

流動資産合計 37,531 42,701

固定資産

有形固定資産

建物 405 573

減価償却累計額 △138 △178

建物（純額） 266 394

器具・備品 3,250 3,469

減価償却累計額 △2,264 △2,612

器具・備品（純額） 986 857

リース資産 176 55

減価償却累計額 △155 △14

リース資産（純額） 21 40

建設仮勘定 77 89

有形固定資産合計 1,351 1,382

無形固定資産

のれん 8,330 3,992

ソフトウエア 2,779 2,496

リース資産 6 －

その他 2,479 3,211

無形固定資産合計 13,597 9,700

投資その他の資産

投資有価証券 ※1
 50,417

※1
 57,514

長期貸付金 345 136

繰延税金資産 385 342

その他 1,129 1,510

貸倒引当金 △154 △220

投資その他の資産合計 52,123 59,282

固定資産合計 67,072 70,365

資産合計 104,603 113,067
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,958 6,648

未払費用 2,599 2,792

リース債務 27 －

未払法人税等 4,904 3,354

賞与引当金 447 517

ポイント引当金 468 561

入会促進引当金 516 513

その他の引当金 26 54

その他 1,513 1,484

流動負債合計 17,463 15,926

固定負債

退職給付引当金 685 814

リース債務 3 －

繰延税金負債 19,004 21,340

資産除去債務 － 149

その他 108 333

固定負債合計 19,802 22,638

負債合計 37,266 38,564

純資産の部

株主資本

資本金 7,965 7,969

資本剰余金 8,463 8,467

利益剰余金 16,922 19,792

株主資本合計 33,351 36,230

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 28,382 31,987

為替換算調整勘定 △76 △78

その他の包括利益累計額合計 28,306 31,909

新株予約権 135 185

少数株主持分 5,543 6,177

純資産合計 67,337 74,503

負債純資産合計 104,603 113,067
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高 75,653 88,574

売上原価 47,497 56,709

売上総利益 28,155 31,865

販売費及び一般管理費 ※1
 21,529

※1
 23,587

営業利益 6,626 8,277

営業外収益

受取利息 29 30

受取配当金 23 278

その他 48 70

営業外収益合計 101 379

営業外費用

支払利息 5 10

為替差損 － 75

固定資産除却損 96 143

持分法による投資損失 287 216

その他 105 108

営業外費用合計 495 554

経常利益 6,232 8,102

特別利益

投資有価証券売却益 7,577 7,949

その他 508 201

特別利益合計 8,085 8,151

特別損失

前期損益修正損 － ※2
 1,017

減損損失 ※3
 2,912

※3
 2,983

その他 913 1,211

特別損失合計 3,826 5,213

税金等調整前当期純利益 10,492 11,040

法人税、住民税及び事業税 6,577 6,564

法人税等調整額 △514 △337

法人税等合計 6,063 6,227

少数株主損益調整前当期純利益 － 4,813

少数株主利益 1,238 1,153

当期純利益 3,189 3,660
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【連結包括利益計算書】
（単位：百万円）

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 4,813

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － 3,562

為替換算調整勘定 － △1

その他の包括利益合計 － ※2
 3,560

包括利益 － ※1
 8,374

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 7,263

少数株主に係る包括利益 － 1,111
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,965 7,965

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 4

当期変動額合計 － 4

当期末残高 7,965 7,969

資本剰余金

前期末残高 8,463 8,463

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 4

当期変動額合計 － 4

当期末残高 8,463 8,467

利益剰余金

前期末残高 18,119 16,922

当期変動額

剰余金の配当 △766 △766

当期純利益 3,189 3,660

連結範囲の変動 29 8

持分法の適用範囲の変動 △3,649 －

その他 － △31

当期変動額合計 △1,197 2,870

当期末残高 16,922 19,792

株主資本合計

前期末残高 34,549 33,351

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 8

剰余金の配当 △766 △766

当期純利益 3,189 3,660

連結範囲の変動 29 8

持分法の適用範囲の変動 △3,649 －

その他 － △31

当期変動額合計 △1,197 2,878

当期末残高 33,351 36,230

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 51/129



(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 487 28,382

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

27,895 3,604

当期変動額合計 27,895 3,604

当期末残高 28,382 31,987

為替換算調整勘定

前期末残高 △97 △76

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

20 △1

当期変動額合計 20 △1

当期末残高 △76 △78

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 389 28,306

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

27,916 3,602

当期変動額合計 27,916 3,602

当期末残高 28,306 31,909

新株予約権

前期末残高 80 135

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55 50

当期変動額合計 55 50

当期末残高 135 185

少数株主持分

前期末残高 4,519 5,543

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,024 634

当期変動額合計 1,024 634

当期末残高 5,543 6,177
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

純資産合計

前期末残高 39,538 67,337

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 8

剰余金の配当 △766 △766

当期純利益 3,189 3,660

連結範囲の変動 29 8

持分法の適用範囲の変動 △3,649 －

その他 － △31

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,996 4,286

当期変動額合計 27,798 7,165

当期末残高 67,337 74,503
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 10,492 11,040

減価償却費 1,994 1,885

のれん償却額 950 1,079

減損損失 2,912 2,983

持分法による投資損益（△は益） 287 216

投資有価証券評価損益（△は益） 241 221

投資有価証券売却損益（△は益） △7,577 △7,949

賞与引当金の増減額（△は減少） 189 72

退職給付引当金の増減額（△は減少） 126 130

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63 239

ポイント引当金の増減額（△は減少） 75 93

その他の引当金の増減額（△は減少） 304 25

受取利息及び受取配当金 △53 △309

支払利息 5 10

固定資産除却損 129 321

前期損益修正損益（△は益） － 1,017

売上債権の増減額（△は増加） △3,962 △117

たな卸資産の増減額（△は増加） 88 △115

その他の流動資産の増減額（△は増加） 18 △184

仕入債務の増減額（△は減少） 1,641 △324

未払費用の増減額（△は減少） 71 57

その他の流動負債の増減額（△は減少） △43 △83

その他 105 433

小計 8,064 10,744

利息及び配当金の受取額 199 311

利息の支払額 △5 △10

法人税等の支払額 △4,000 △8,028

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,256 3,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △11 △126

定期預金の払戻による収入 4 50

投資有価証券の取得による支出 △216 △1,570

投資有価証券の売却による収入 7,623 8,057

有形固定資産の取得による支出 △558 △507

有形固定資産の売却による収入 3 8

無形固定資産の取得による支出 △2,393 △2,066

敷金及び保証金の差入による支出 △80 △404

敷金及び保証金の回収による収入 103 137

長期前払費用の増加による支出 △146 △210
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 ※2

 △1,653 △241

子会社株式の取得による支出 △416 －

事業譲受による支出 ※3
 △1,888 △102

貸付けによる支出 △285 △154

貸付金の回収による収入 12 0

その他 422 △254

投資活動によるキャッシュ・フロー 518 2,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 － △26

株式の発行による収入 － 8

配当金の支払額 △766 △766

子会社の株式発行による収入 211 13

少数株主への配当金の支払額 △387 △419

リース債務の返済による支出 △154 △41

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,097 △1,232

現金及び現金同等物に係る換算差額 8 △37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,687 4,361

現金及び現金同等物の期首残高 14,868 18,535

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△20 △59

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 18,535

※1
 22,837
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社は、エムスリー㈱（旧　ソ

ネット・エムスリー㈱）、M3 USA

Corporation（旧　So-net M3 USA

Corporation）、Medi C&C Co.,Ltd.、ソ

ネットキャピタルパートナーズ㈱、ソ

ネットキャピタルパートナーズＡ投資

事業有限責任組合、モーションポート

レート㈱、So-net Entertainment

Taiwan Ltd.、㈱ゲームポット、㈱IPM、

アイチケット㈱、ソネット・メディア

・ネットワークス㈱、㈱アクイジショ

ン、㈱GPコアエッジ、M3 Korea Co.,

Ltd.、Gamepot(USA),Inc、メビックス

㈱、クリニカルポーター㈱、クリノグラ

フィ㈱、エムスリーキャリア㈱、ドラゴ

ン・メディア・ホールディングス合同

会社の20社です。

なお、メビックス㈱、クリニカルポー

ター㈱、クリノグラフィ㈱は当連結会

計年度において新たに株式を取得して

子会社になったことから、エムスリー

キャリア㈱は当連結会計年度において

会社分割により設立をして子会社に

なったことから、ドラゴン・メディア

・ホールディングス合同会社は当連結

会計年度において新たに出資設立をし

て子会社になったことから連結の範囲

に含めています。

また、ケルコム㈱は当連結会計年度に

おいて新たに株式を取得して子会社に

なりましたが、株式を売却したことに

より持分比率が低下したことから、エ

ムスリー・パブリッシング㈱は当連結

会計年度において清算結了したことか

ら連結の範囲から除外しています。

(1) 連結子会社は、エムスリー㈱、M3 USA

Corporation、Medi C&C Co.,Ltd.、ソ

ネットキャピタルパートナーズ㈱、

モーションポートレート㈱、So-net

Entertainment Taiwan Ltd.、㈱ゲーム

ポット、㈱IPM、アイチケット㈱、ソネッ

ト・メディア・ネットワークス㈱、㈱

GPコアエッジ、Gamepot(USA),Inc、メ

ビックス㈱、クリニカルポーター㈱、エ

ムスリーキャリア㈱、ドラゴン・メ

ディア・ホールディングス合同会社、

DragonSky Corporation、EMS Research

Limited、MedQuarter Online GmbHの19

社です。

なお、DragonSky Corporation、

MedQuarter Online GmbHは当連結会計

年度において新たに出資設立をして子

会社になったことから、EMS Research

Limitedは当連結会計年度において新

たに株式を取得して子会社になったこ

とから連結の範囲に含めています。

また、㈱アクイジションは当連結会計

年度においてソネット・メディア・

ネットワークス㈱を存続会社として吸

収合併したことから、ソネットキャピ

タルパートナーズＡ投資事業有限責任

組合、M3 Korea Co.,Ltd.、クリノグラ

フィ㈱は当連結会計年度において清算

結了したことから連結の範囲から除外

しています。

 (2) 非連結子会社は、㈱ソネット・カドカ

ワ・リンクであります。連結の範囲か

ら除外した理由は、合計の総資産、売上

高、当期純利益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等

が、いずれも連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。

(2) 　　　　　 ──────　　　　　 
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項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会

社は、㈱アクトビラ、㈱エニグモ、㈱ソ

ネット・カドカワ・リンク、㈱ゼータ

・ブリッジ、クウジット㈱、メディカル

アイ㈱、MedQuater AG、㈱アジアドラマ

TV、日本メディカルネットコミュニ

ケーションズ㈱の９社です。

なお、㈱ディー・エヌ・エーは当連結

会計年度において派遣する取締役が任

期満了に伴い退任したことにより、同

社に対する実質的な影響力を与える状

況にないと判断したことから、㈲ADSグ

ローバルパートナーズは当連結会計年

度において清算結了したことから持分

法の適用範囲から除外しています。

(1) 持分法適用の関連会社は、㈱アクトビ

ラ、㈱エニグモ、㈱ゼータ・ブリッジ、

クウジット㈱、メディカルアイ㈱、

MedQuater AG、㈱アジアドラマTV、日本

メディカルネットコミュニケーション

ズ㈱、㈱翻訳センターの９社です。

なお、㈱翻訳センターは当連結会計年

度において新たに株式を取得して関連

会社になったことから持分法の適用範

囲に含めています。

また、㈱SKL（旧　㈱ソネット・カドカ

ワ・リンク）は当連結会計年度におい

て清算結了したことから持分法の適用

範囲から除外しています。

 (2) 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しています。

(2) 　　　　　　 同左

　 ────── （会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「持分法に関する

会計基準」（企業会計基準第16号 平成

20年３月10日公表分）及び「持分法適用

関連会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第24号 平成20年３

月10日）を適用しています。

なお、これによる当連結会計年度の損益

に与える影響は軽微です。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、㈱IPMの事業年度の末

日は12月31日です。

　連結財務諸表の作成に当たっては、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しています。

　連結子会社のうち、M3 USA Corporationは

事業年度の末日を３月31日から12月31日

に、アイチケット㈱は事業年度の末日を５

月31日から３月31日に変更しました。

　連結財務諸表の作成に当たって、M3 USA

Corporationについては、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し

ています。

　連結子会社のうち、メビックス㈱及びクリ

ニカルポーター㈱の事業年度の末日は４月

30日であり、クリノグラフィ㈱の事業年度

の末日は３月31日です。

　連結財務諸表の作成に当たって、メビック

ス㈱及びクリニカルポーター㈱について

は、１月31日現在の財務諸表を使用し、クリ

ノグラフィ㈱については12月31日現在の財

務諸表を使用しています。ただし、連結決算

日までの期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っています。

　連結子会社のうち、㈱IPM、M3 USA

Corporation及びMedQuarter Online GmbH

の事業年度の末日は12月31日です。

　連結財務諸表の作成に当たっては、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しています。

　連結子会社のうち、メビックス㈱及びクリ

ニカルポーター㈱の事業年度の末日は４月

30日、EMS Research Limitedの事業年度の

末日は６月30日です。

　連結財務諸表の作成に当たって、メビック

ス㈱及びクリニカルポーター㈱については

１月31日現在の財務諸表、EMS Research

Limitedについては２月28日現在の財務諸

表を使用しています。ただし、連結決算日ま

での期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っています。
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項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

４　会計処理基準に関する事

項

  

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(ⅰ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定してい

ます。）

(ⅰ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　　　　同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資

（金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の）については、入手可能な最近

の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によって

います。

時価のないもの

　　　　同左

 (ⅱ) 商品

移動平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）

　なお、一部の海外連結子会社につい

ては移動平均法による低価法を採用

しています。

(ⅱ) 商品

　　　　　　同左

 (ⅲ) 仕掛品及び番組勘定

個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

(ⅲ) 仕掛品及び番組勘定

　　　　　　同左

 (ⅳ) 貯蔵品

最終仕入原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）

(ⅳ) 貯蔵品

　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(ⅰ) 有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定率法を採用しています。一

部の海外連結子会社は定額法を採用し

ています。

　なお、有形固定資産について、利用可能

期間を勘案して、随時耐用年数の見直し

を行っています。

(ⅰ) 有形固定資産（リース資産を除く）

同左

 (ⅱ) 無形固定資産（リース資産を除く）

　自社利用ソフトウェアについては社内

における利用可能期間（５年以内）に

基づく定額法、市場販売目的ソフトウェ

アについては見込有効期間（３年以

内）に基づく定額法、その他の無形固定

資産については経済的見積耐用年数に

基づく定額法を採用しています。

　なお、無形固定資産について、利用可能

期間を勘案して、随時耐用年数の見直し

を行っています。

(ⅱ) 無形固定資産

同左

 (ⅲ) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産の減価償却方法に

ついては、リース期間を耐用年数とし残

存価額を零とする定額法で計算してい

ます。

(ⅲ) リース資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

(3) 重要な引当金の計上基

準

(ⅰ) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しています。

(ⅰ) 貸倒引当金

同左

 (ⅱ) 賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、次期

支給見込額のうち当期対応分の金額を

計上しています。

(ⅱ) 賞与引当金

同左

 (ⅲ) 役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、次期支

給見込額のうち当期対応分の金額を計

上しています。

(ⅲ) 役員賞与引当金

同左

 (ⅳ) ポイント引当金

　販売促進等を目的とするポイント制度

による将来のポイント利用に備えるた

め、過去の実績に基づき、連結会計年度

末において将来利用されると見込まれ

るポイントに対する所要額を計上して

います。

(ⅳ) ポイント引当金

同左

 (Ｖ) 退職給付引当金

　当社においては従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額を、一部の海外連結

子会社においては、現地国の法令に基づ

く当連結会計年度末要支給額を計上し

ています。

　数理計算上の差異は、主として、各年度

の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数による定額法

により按分した額を発生の翌年度から

費用処理することとしています。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

による定額法により費用処理していま

す。

(会計方針の変更)

　当連結会計年度より「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号　平成20

年７月31日）を適用しています。

　これによる連結財務諸表に与える影

響はありません。　

(Ｖ) 退職給付引当金

同左

──────
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項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

 (ⅵ) 入会促進引当金

　入会促進を目的としたキャッシュバッ

クキャンペーンによる将来の支出に備

えるため、当連結会計年度末以降負担す

ると見込まれる額を計上しています。

(ⅵ) 入会促進引当金

同左

 

 

 

 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しています。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は少数株主持分及び為替換算調整勘

定に含めて計上しています。

同左

(5) のれんの償却方法及び

償却期間

────── 　のれんの償却については、20年以内の合理

的な年数で均等償却しています。

(6) 連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲

────── 　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価格の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない、取得日か

ら３ヵ月以内に満期が到来する短期投資か

らなっています。

(7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

(ⅰ) 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっています。

(ⅰ) 消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しています。

──────

６　のれんの償却に関する事

項

　のれんの償却については、20年以内の合理

的な年数で均等償却しています。

──────

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価格の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない、取得日か

ら３ヵ月以内に満期が到来する短期投資か

らなっています。

──────
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準）

　受託業務に係る収益の計上基準については、当連結会計

年度より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基

準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　

平成19年12月27日）を適用していますが、受託契約に基

づく受託業務の進捗に応じて、それに対応する部分につ

いて成果の確実性が認められるプロジェクトはないた

め、工事完成基準によっています。なお、これによる当連

結会計年度の損益に与える影響はありません。

──────

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用）

　当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用して

います。

　これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益はそ

れぞれ11百万円減少、税金等調整前当期純利益は48百万

円減少しています。　

────── （企業結合に関する会計基準等の適用）

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」

（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務

諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20

年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一

部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号

平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企

業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26

日）を適用しています。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

────── （連結貸借対照表）

　前連結会計年度において区分掲記していました流動負債

の「リース債務」は、金額的重要性が乏しくなったため、当

連結会計年度より流動負債の「その他」（当連結会計年度

は41百万円）に含めて表示しています。

　前連結会計年度において区分掲記していました固定負債

の「リース債務」は、金額的重要性が乏しくなったため、当

連結会計年度より固定負債の「その他」（当連結会計年度

は0百万円）に含めて表示しています。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において区分掲記していました特別損失

の「投資有価証券評価損」「固定資産除却損」は、金額的

重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より特別損失

の「その他」（当連結会計年度はそれぞれ241百万円、32百

万円）に含めて表示しています。

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含め

ていました「為替差損」は、営業外費用の100分の10を超え

たため、当連結会計年度より区分掲記しています。なお、前

連結会計年度の営業外費用の「その他」に含まれる「為替

差損」の金額は25百万円です。

　 　当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づき、「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部

を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５

号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目

で表示しています。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローに区分掲記していました「固定資産売却損益」は、金

額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より営業

活動によるキャッシュ・フローの「その他」（当連結会計

年度は０百万円）に含めて表示しています。

──────

　　

【追加情報】

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

────── 　当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し

ています。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その

他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、

「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金

額を記載しています。

　

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 63/129



【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

*1　関係会社に対するもの *1　関係会社に対するもの

投資有価証券（株式） 296百万円

投資有価証券（社債） 85百万円

投資有価証券（株式） 895百万円

投資有価証券（社債） 570百万円

 2　保証債務  2　保証債務

従業員の銀行借入金に対する保証 18百万円 従業員の銀行借入金に対する保証 15百万円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

*1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

*1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

報酬・給与 4,272百万円

賞与引当金繰入額 532百万円

支払手数料 2,227百万円

業務委託費 3,132百万円

販売手数料 2,390百万円

退職給付費用 105百万円

貸倒引当金繰入額 72百万円

ポイント引当金繰入額 75百万円

入会促進引当金繰入額 290百万円

報酬・給与 4,114百万円

賞与引当金繰入額 595百万円

支払手数料 2,304百万円

業務委託費 3,280百万円

販売手数料 2,996百万円

退職給付費用 102百万円

貸倒引当金繰入額 208百万円

ポイント引当金繰入額 93百万円

販売促進費 2,686百万円

*2　　　　　　　　　────── *2　当社の連結子会社であるエムスリー㈱は、子会社メビッ

クス㈱が平成22年４月30日に実施した過年度決算の訂

正を発端として買収価格に与えたであろう影響を精査

しました。この結果、買収時に使用したメビックス㈱の

財務情報が不適切であったため、エムスリー㈱におい

ては買収価格算定の前提が覆り、取得対価のうち過大

であった金額（連結上ののれん）を損失処理し平成22

年７月30日付で前期の有価証券報告書の訂正報告書等

を提出しています。当社はエムスリー㈱の前期の決算

訂正を受けて、当該損失処理を前期損益修正損として

計上しています。
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前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

*3　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

*3　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
本社
(東京都品川区)

休止資産
ソフトウェア及
びその他

M3 USA 
Corporation　
(アメリカ　　
ニュージャー
ジー州)

事業用資産
無形固定資産そ
の他

㈱ゲームポット
(東京都港区)

事業用資産 ソフトウェア

ソネット・メ
ディア・ネット
ワークス㈱
(東京都品川区)

事業用資産
ソフトウェア及
びその他

㈱ゲームポット
(東京都港区)

－ のれん

場所 用途 種類
本社
(東京都品川区)

事業用資産
ソフトウェア及
びその他

㈱ゲームポット
(東京都港区)

事業用資産
ソフトウェア及
びその他

㈱ゲームポット
(東京都港区)

－ のれん

　

　当社グループは、管理会計上の区分をもとに、他の資

産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独

立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によっ

てグルーピングを行っています。なお、資産の処分や事

業の廃止に関する意思決定を行った場合及び将来の使

用が見込まれていない遊休資産については個別資産ご

とにグルーピングを行っています。

　当連結会計年度において、事業の廃止に関する意思決

定を行った資産グループ及び当初想定していた収益が

見込めなくなった資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（664百万円）

として特別損失に計上しました。その内訳は、ソフト

ウェア490百万円、無形固定資産（その他）78百万円、

投資その他の資産（その他）54百万円、その他39百万

円です。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定しています

が、割引前将来キャッシュ・フローがプラスになるこ

とが見込まれないためゼロ評価としています。

　のれんについては、連結子会社である㈱ゲームポット

に対する投資から当初想定していた収益が見込めなく

なったため、回収可能価額と帳簿価額との差額を減額

し、当該減少額を減損損失（2,248百万円）として計上

しています。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを７％で割り引いて算定して

います。

　当社グループは、管理会計上の区分をもとに、他の資

産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独

立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位によっ

てグルーピングを行っています。なお、資産の処分や事

業の廃止に関する意思決定を行った場合及び将来の使

用が見込まれていない遊休資産については個別資産ご

とにグルーピングを行っています。

　当連結会計年度において、事業の廃止に関する意思決

定を行った資産グループ及び当初想定していた収益が

見込めなくなった資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（823百万円）

として特別損失に計上しました。その内訳は、ソフト

ウェア477百万円、無形固定資産（その他）30百万円、

投資その他の資産（その他）286百万円、その他28百万

円です。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定しています

が、割引前将来キャッシュ・フローがプラスになるこ

とが見込まれないためゼロ評価としています。

　のれんについては、連結子会社である㈱ゲームポット

に対する投資から当初想定していた収益が見込めなく

なったため、回収可能価額と帳簿価額との差額を減額

し、当該減少額を減損損失（2,159百万円）として計上

しています。

　なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを７％で割り引いて算定して

います。
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（連結包括利益計算書関係）

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

*1　　当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益

親会社株主に係る包括利益 31,105百万円

少数株主に係る包括利益 1,122

計 32,228

　

*2　　当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益

その他有価証券評価差額金 27,752百万円

為替換算調整勘定 16

持分法適用会社に対する持分相当額 32

計 27,800

　

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 255,520 － － 255,520

合計 255,520 － － 255,520

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

(親会社)

ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － － － － 96

連結子会社

(エムスリー㈱)

ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － － － － 39

合計 － － － － － 135

　（注）　連結子会社のストック・オプションとしての新株予約権の一部は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

３　配当に関する事項

      (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年５月12日

取締役会
普通株式 383 1,500平成21年３月31日平成21年６月４日

平成21年10月27日

取締役会
普通株式 383 1,500平成21年９月30日平成21年12月１日
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(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月11日

取締役会
普通株式 383 利益剰余金 1,500平成22年３月31日平成22年６月１日

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 255,520 18 － 255,538

合計 255,520 18 － 255,538

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

　（注）　株式の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものです。

　

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

(親会社)

ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － － － － 122

連結子会社

(エムスリー㈱)

ストック・オプション

としての新株予約権 
－ － － － － 62

合計 － － － － － 185

　（注）　連結子会社のストック・オプションとしての新株予約権の一部は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

 

３　配当に関する事項

      (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成22年５月11日

取締役会
普通株式 383 1,500平成22年３月31日平成22年６月１日

平成22年10月27日

取締役会
普通株式 383 1,500平成22年９月30日平成22年12月１日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年５月９日

取締役会
普通株式 459 利益剰余金 1,800平成23年３月31日平成23年６月３日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

*1　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

*1　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在）

現金及び預金勘定 18,833百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金等 △298百万円

現金及び現金同等物 18,535百万円

現金及び預金勘定 23,286百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金等 △449百万円

現金及び現金同等物 22,837百万円

*2　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資
産及び負債の主な内訳
　株式の取得により新たにメビックス㈱を連結したこ
とに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにメ
ビックス㈱株式の取得価額とメビックス㈱取得のため
の支出（純額）との関係は次のとおりです。
　

──────

 （百万円）

流動資産 1,882
固定資産 289
のれん 1,650
流動負債 △1,004
少数株主持分 △218

メビックス㈱
株式の取得価額 2,598
メビックス㈱
現金及び現金同等物 △897
メビックス㈱
従前保有分 △47

差引：メビックス㈱
取得のための支出 1,653

　

　

*3　事業の譲受により増加した資産及び負債の主な内訳　
　　　㈱USENから事業の譲受により増加した資産及び負債の
内訳並びに取得した事業の譲受価額と事業譲受による
支出(純額)との関係は次のとおりです。

──────

 （百万円）

のれん 1,888

事業譲受価額 1,888

差引：事業譲受による支出 1,888
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

　重要性がないため、記載を省略しています。

①　リース資産の内容

有形固定資産

主として、接続事業及びポータル事業におけるサー

バ（器具・備品）です。

　

無形固定資産

主として、接続事業及びポータル事業におけるソフ

トウェアです。

　

②　リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４　会計処理基準に関する事項　(2) 重要な減価償却

資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

　

２　オペレーティング・リース取引

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のも

のに係る未経過リース料

　

１年内 0百万円

１年超 0百万円

合計 1百万円
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（金融商品関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行っています。

　なお、デリバティブに関連する取引は行っていません。

　

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グ

ループの経理規程に従い、経理担当部門が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延のおそ

れがあるときは営業部門と連絡を取り、速やかに適切な処理を行っています。

投資有価証券である株式、投資信託、債券及び出資金は市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒さ

れています。株式、債券及び出資金は主に業務上の関係を有する企業のものであり、定期的に時価や発行体企業

の財務状況を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。

長期貸付金は関係会社に対するものであり、貸付先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及

び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。

営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。

営業債務は、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

　

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。

　

２　金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません

（（注）２参照）。

 
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 18,833 18,833 －

(2）受取手形及び売掛金(*) 16,009 16,009 －

(3）投資有価証券 48,850 48,850  －

(4) 長期貸付金 345 301 △43

資産計 84,039　 83,995　 △43

(1）支払手形及び買掛金 6,958 6,958 －

(2) 未払法人税等　 4,904 4,904 －

負債計 11,863　 11,863　 －

　(*)　受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
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（注）１　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(3)投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託については、取引金融機関から提示された

価格によっています。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご

参照下さい。

(4)長期貸付金

　将来キャッシュ・フローを国債の利回り等の指標に信用リスクを上乗せした利率で割り引いた現在価値によ

り算出しています。また貸倒懸念債権については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時

価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を

もって時価としています。

負　債

(1)支払手形及び買掛金、(2)未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

　

２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 998

非上場債券 220

投資事業有限責任組合 348

合計 1,567

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）投資有

価証券」には含めていません。

　

３　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 
１年以内　
  (百万円） 

１年超
５年以内　
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）　

現金及び預金 18,833 －　 －　

受取手形及び売掛金 16,105 －　 －　

投資有価証券    

その他有価証券のうち満期が

あるもの
   

債券（社債） 255　 55　 －　

長期貸付金　 －　 488 －　

合計 35,194　 543　 －

４　リース債務の連結決算日後の返済予定額

連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。

（追加情報）

当連結会計年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）及び「金融商品

の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しています。
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当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行っています。

　なお、デリバティブに関連する取引は行っていません。

　

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グ

ループの経理規程に従い、経理担当部門が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延のおそ

れがあるときは営業部門と連絡を取り、速やかに適切な処理を行っています。

投資有価証券である株式、債券及び出資金は市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されていま

す。株式、債券及び出資金は主に業務上の関係を有する企業のものであり、定期的に時価や発行体企業の財務状

況を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。

長期貸付金は関係会社に対するものであり、貸付先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及

び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。

営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。

営業債務は、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

　

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま

れています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。

　

２　金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません

（（注）２参照）。

 
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1）現金及び預金 23,286 23,286     －

(2）受取手形及び売掛金 16,395 　 　

　　貸倒引当金(*) △262 　 　

　 16,133 16,133 －

(3）投資有価証券 55,716 56,099 383

(4) 長期貸付金 136 　 　

　　貸倒引当金(*) △136 　 　

　 － － －

資産計 95,136 95,519 383

(1）支払手形及び買掛金 6,648 6,648 －

(2) 未払法人税等　 3,354 3,354 －

負債計 10,003 10,003 －

　(*)　受取手形及び売掛金、長期貸付金に対応する貸倒引当金を控除しています。
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（注）１　金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

(3)投資有価証券

　株式は取引所の価格によっています。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価

証券関係」をご参照下さい。

(4)長期貸付金

　将来キャッシュ・フローを国債の利回り等の指標に信用リスクを上乗せした利率で割り引いた現在価値によ

り算出しています。また貸倒懸念債権については、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時

価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を

もって時価としています。

負　債

(1)支払手形及び買掛金、(2)未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

　

２　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 923

非上場債券 570

投資事業有限責任組合 304

合計 1,798

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「（3）投資有

価証券」には含めていません。

　

３　金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

 
１年以内　
  (百万円） 

１年超
５年以内　
 (百万円）

５年超
10年以内
 (百万円）　

現金及び預金 23,286 － －

受取手形及び売掛金 16,395 － －

投資有価証券    

その他有価証券のうち満期が

あるもの
   

債券（社債） － 570 －

長期貸付金　 － 136 －

合計 39,682 706 －

４　リース債務の連結決算日後の返済予定額

連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。　
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成22年３月31日現在）

有価証券

１　売買目的有価証券

該当事項はありません。

２　満期保有目的の債券

該当事項はありません。

３　その他有価証券

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

株式 48,780 720 48,059

その他 － － －

小計 48,780 720 48,059

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

株式 0 0 △0

その他 69 83 △14

小計 70 84 △14

合計 48,850 805 48,045

（注）　非上場株式（連結貸借対照表計上額　701百万円）、非上場債券（連結貸借対照表計上額　220百万円）、投資

事業有限責任組合出資持分（連結貸借対照表計上額　348百万円）、については、市場価格がなく、時価を把

握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。

４　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 7,336 7,296 24

(2）債券 － － －

(3）その他 37 － 0

合計 7,374 7,296 24

５　保有目的を変更した有価証券

当連結会計年度において、従来関連会社株式として保有していたディー・エヌ・エー株式（連結貸借対照

表計上額47,530百万円）をその他有価証券に変更しています。これは、当連結会計年度において派遣する

取締役が任期満了に伴い退任したことにより、持分法の適用から除外したために変更したものです。この

結果、投資有価証券が43,124百万円増加し、その他有価証券評価差額金が28,124百万円増加しています。

　

６　減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、その他有価証券について241百万円の減損処理を行っています。
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当連結会計年度（平成23年３月31日現在）

有価証券

１　売買目的有価証券

該当事項はありません。

２　満期保有目的の債券

該当事項はありません。

３　その他有価証券

 種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

取得原価（百万円） 差額（百万円）

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

株式 54,775 703 54,071

小計 54,775 703 54,071

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

株式 350 363 △12

小計 350 363 △12

合計 55,126 1,066 54,059

（注）　非上場株式（連結貸借対照表計上額　618百万円）、非上場債券（連結貸借対照表計上額　570百万円）、投資

事業有限責任組合出資持分（連結貸借対照表計上額　304百万円）、については、市場価格がなく、時価を把

握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。

４　当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

(1）株式 7,992 7,949 －

(2）債券 － － －

(3）その他 64 － 17

合計 8,057 7,949 17

５　減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、その他有価証券について221百万円の減損処理を行っています。

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）
　　デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
　
　当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）
　　デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社グループは、当社で退職一時金制度を設けており、一部の海外連結子会社で現地国の法令に基づく退職一時金

制度を採用しています。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

２　退職給付債務に関する事項

  前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

(1) 退職給付債務（百万円） △700 △869 

(2) 年金資産（百万円） 8 7 

(3) 未積立退職給付債務(1）＋(2）（百万円） △692 △861 

(4) 未認識数理計算上の差異（百万円） △16 28 

(5) 未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円） 23 18 

(6) 連結貸借対照表計上額純額(3）＋(4）＋(5)（百万円） △685 △814 

(7) 前払年金費用（百万円） － －  

(8) 退職給付引当金(6）－(7）（百万円） △685 △814 

前連結会計年度
（平成22年３月31日）

当連結会計年度
（平成23年３月31日）

（注）　　一部の海外連結子会社は、退職給付債務の算定に当

たり簡便法を採用しています。

（注）　　一部の海外連結子会社は、退職給付債務の算定に当

たり簡便法を採用しています。

３　退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

退職給付費用（百万円） 139 153 

(1) 勤務費用（百万円） 136 143 

(2) 利息費用（百万円） 7 9 

(3) 期待運用収益（減算）（百万円） △0 － 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（百万円） △8 △4 

(5) 過去勤務債務の費用処理額（百万円） 4 4 

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成22年３月31日）
当連結会計年度

（平成23年３月31日）

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 当社　　　　　　ポイント基準 当社　　　　　　ポイント基準

 海外連結子会社　期間定額基準 海外連結子会社　期間定額基準

(2) 割引率（％） 当社　　　　　　　1.4 当社　　　　　　　1.3

 海外連結子会社　　2.25 海外連結子会社　　2.00

(3) 期待運用収益率（％） 当社　　　　　　 　－ 当社　　　　　　 　－

 海外連結子会社　　2.25 海外連結子会社　　2.00

(4) 過去勤務債務の額の処理年数（年） 　　８ 　　８

 （発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による定額

法により費用処理しています。）

（発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による定額

法により費用処理しています。）

(5) 数理計算上の差異の処理年数（年） 　８～26　     ８～26

 （主として各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による定額

法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理

することとしています。）

（主として各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による定額

法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理

することとしています。）
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　　販売費及び一般管理費　その他　55百万円

 

２　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

　　ソネットエンタテインメント㈱

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数
同社取締役　　 　　　５名 同社取締役　　 　　　４名 同社取締役　　 　　　４名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　　110株 普通株式　　　　　　 81株 普通株式　　　　　　 161株

 付与日 平成19年12月６日 平成20年12月５日 平成21年12月11日

権利確定条件
権利確定条件への定めは付さ

れていません。

権利確定条件への定めは付さ

れていません。

権利確定条件への定めは付さ

れていません。

対象勤務期間
対象勤務期間への定めは付さ

れていません。

対象勤務期間への定めは付さ

れていません。

対象勤務期間への定めは付さ

れていません。

権利行使期間

平成19年12月７日

～平成49年12月６日

新株予約権は、新株予約権者

が当社の取締役の地位を喪失

後、１年を経過した場合に限

り行使することができる。

平成20年12月６日

～平成50年12月５日

新株予約権は、新株予約権者

が当社の取締役の地位を喪失

後、１年を経過した場合に限

り行使することができる。

平成21年12月12日

～平成51年12月11日

新株予約権は、新株予約権者

が当社の取締役の地位を喪失

後、１年を経過した場合に限

り行使することができる。

　　エムスリー㈱

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数

同社取締役　　 　　　３名

同社子会社取締役　　 ２名

同社監査役　　 　　　１名

同社使用人　　　　 　20名
同社子会社取締役　　 １名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　9,600株 普通株式　　　　　　396株 普通株式　　　　　　342株

 付与日 平成16年６月11日 平成16年11月２日 平成17年２月21日

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

対象勤務期間
平成16年６月11日

～平成18年６月30日

平成16年11月２日

～平成18年11月10日

平成17年２月21日

～平成19年２月20日

権利行使期間

平成18年７月１日

～平成26年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成18年11月11日

～平成26年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成19年２月21日

～平成26年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。
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 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数
同社使用人　　　　　 ８名

同社取締役　　 　　　１名

同社使用人　　　　 　１名
同社使用人　　　　　 ２名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式 　　　　　 96株 普通株式　　　　　　 12株 普通株式　　　　　　 ８株

 付与日 平成17年５月13日 平成17年８月29日 平成17年11月21日

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

対象勤務期間
平成17年５月13日

～平成19年５月12日

平成17年８月29日

～平成19年８月28日

平成17年11月21日

～平成19年11月20日

権利行使期間

平成19年５月13日

～平成26年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成19年８月29日

～平成27年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成19年11月21日

～平成27年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数

同社取締役　　　　 　４名

同社使用人　　　　　 32名

同社子会社取締役 　　１名

同社使用人　　　　 　５名

同社子会社取締役　　 １名

同社使用人　　　　　 １名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　　920株 普通株式　　　　　　 90株 普通株式　　　　　　 44株

 付与日 平成18年３月22日 平成18年４月24日 平成19年１月26日

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

対象勤務期間
平成18年３月22日

～平成20年３月21日

平成18年４月24日

～平成20年４月23日

平成19年１月26日

～平成21年１月25日

権利行使期間

平成20年３月22日

～平成27年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成20年４月24日

～平成27年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成21年１月26日

～平成28年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。
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 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権 　

付与対象者の区分及び人

数
同社取締役　　　　 　４名

同社子会社取締役 　　２名

同社子会社使用人　 　14名

同社取締役　　　　 　６名同社子

会社取締役 　　３名

同社使用人　　　　 　３名

　

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　　160株 普通株式　　　　　　63株 普通株式　　　　　　155株 　

 付与日 平成20年８月27日 平成21年５月29日 平成21年８月26日 　

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

　

対象勤務期間
平成20年８月27日

～平成22年８月26日

平成21年５月29日

～平成23年５月28日

平成21年８月26日

～平成23年６月30日
　

権利行使期間

平成22年８月27日

～平成30年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成23年５月29日

～平成30年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成23年７月１日

～平成51年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

　

　（注）　株式数に換算して記載しています。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成22年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しています。

 

①　ストック・オプションの数

　　　ソネットエンタテインメント㈱

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

　

権利確定前　　　　　　（株） 　 　 　 　

前連結会計年度末 － － － 　

付与 － － 161 　

失効 － － － 　

権利確定 － － 161 　

未確定残 － － － 　

権利確定後　　　　　　（株） 　 　 　 　

前連結会計年度末 110 81 － 　

権利確定 － － 161 　

権利行使 － － － 　

失効 － － － 　

未行使残 110 81 161 　

　

　　　エムスリー㈱

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株） 　 　 　 　 　

前連結会計年度末 － － 270 14 2

付与 － － － － －

失効 － － － － －

権利確定 － － 24 14 2

未確定残 － － 246 － －

権利確定後　　　　　　（株） 　 　 　 　 　

前連結会計年度末 3,024 234 24 28 6

権利確定 － － 24 14 2

権利行使 36 30 － － －

失効 － － － － －

未行使残 2,988 204 48 42 8
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第６回
新株予約権

第７回
新株予約権

第８回
新株予約権

第９回
新株予約権

第10回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株） 　 　 　 　 　

前連結会計年度末 2 178 44 22 160

付与 － － － － －

失効 － 8 2 － －

権利確定 2 170 22 11 －

未確定残 － － 20 11 160

権利確定後　　　　　　（株） 　 　 　 　 　

前連結会計年度末 6 404 22 12 －

権利確定 2 170 22 11 －

権利行使 － － － － －

失効 － 10 － － －

未行使残 8 564 44 23 －

 
第11回
新株予約権

第12回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株） 　 　

前連結会計年度末 － －

付与 63 155

失効 5 －

権利確定 － －

未確定残 58 155

権利確定後　　　　　　（株） 　 　

前連結会計年度末 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 － －
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②　単価情報

　　　ソネットエンタテインメント㈱

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

　

権利行使価格　　　　　　（円） 1 1 1 　

行使時平均株価　　　　　（円） － － － 　

付与日における公正な評価単価

（円）
454,731 211,271 181,314 　

　　　エムスリー㈱

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 35,567 172,942 190,202 408,500 378,325

行使時平均株価　　　　　（円） 322,000 300,220 － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
－ － － － －

 
第６回
新株予約権

第７回
新株予約権

第８回
新株予約権

第９回
新株予約権

第10回
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 490,000 561,150 547,546 455,000 405,318

行使時平均株価　　　　　（円） － － － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
－ － － 237,818 199,255

 
第11回
新株予約権

第12回
新株予約権

　

権利行使価格　　　　　　（円） 333,000 1 　

行使時平均株価　　　　　（円） － － 　

付与日における公正な評価単価

（円）
167,088 264,207 　
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３　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　　当連結会計年度において付与された新株予約権の公正な評価単価の見積方法は以下のとおりです。

 　　　　 

ソネットエンタテインメント㈱

①　使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ・モデル

②　主な基礎数値及び見積方法

 第３回新株予約権 　

 株価変動性  (注１) 57.83％ 　

 予想残存期間  (注２) 6.3年 　

 予想配当  (注３) 2,766円／株 　

 無リスク利子率  (注４) 0.672％  　

(注)　１　当社は平成17年12月20日に東京証券取引所マザーズに上場したため、平成17年12月20日から平成21

年12月11日の株価実績に基づき算定しています。

２　付与対象取締役の現在の年齢から60歳までの中間点までの期間の平均5.3年を算出し、これに権利

行使条件で定める１年を加算し予想残存期間としています。

３　過去３年間の平均配当実績によっています。

４　予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りを利用しています。

エムスリー㈱

①　使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ・モデル

②　主な基礎数値及び見積方法

 第11回新株予約権 第12回新株予約権 　

 株価変動性  (注１) 61.9％ 60.7％ 　

 予想残存期間  (注２) 5.5年 15.8年 　

 予想配当  (注３) 3,300円／株 3,300円／株 　

 無リスク利子率  (注４) 0.81％ 1.31％ 　

(注)　１　同社は平成16年９月15日以前は非上場であり店頭登録もしていなかったため、第11回新株予約権に

ついては平成16年９月16日から平成21年５月29日まで、第12回新株予約権については平成16年９

月16日から平成21年８月26日までの株価実績に基づき算定しています。

２　算定時点から権利行使期間の中間点までの期間と推定しています。

３　平成21年３月期の配当実績によっています。

４　予想残存期間を考慮し、第11 回新株予約権については５年もの国債の利回りを、第12 回新株予約

権については10 年もの国債の利回りを利用しています。

４　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 　 将来の失効数の合理的な見積りは、退職等により勤務条件を満たさない可能性を見積るのが現状困難であ

るため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。

５　対価性がない自社株式オプション

　　当社子会社アイチケット㈱は、エムスリー㈱を除く株主６組合及び１社に対し、自己株式オプションとして

新株予約権16,981株（株式数に換算しています。）を付与しています。これは、議決権の比率調整のために付

与したものであるため、対価性はないものと判断しています。
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当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１　ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　　販売費及び一般管理費　その他　62百万円

　

２　権利不行使による失効により利益として計上した金額

　　　特別利益　その他　4百万円　

 

３　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

　　ソネットエンタテインメント㈱

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数
同社取締役　　 　　　５名 同社取締役　　 　　　４名 同社取締役　　 　　　４名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　　110株 普通株式　　　　　　 81株 普通株式　　　　　　 161株

 付与日 平成19年12月６日 平成20年12月５日 平成21年12月11日

権利確定条件
権利確定条件への定めは付さ

れていません。

権利確定条件への定めは付さ

れていません。

権利確定条件への定めは付さ

れていません。

対象勤務期間
対象勤務期間への定めは付さ

れていません。

対象勤務期間への定めは付さ

れていません。

対象勤務期間への定めは付さ

れていません。

権利行使期間

平成19年12月７日

～平成49年12月６日

新株予約権は、新株予約権者

が当社の取締役の地位を喪失

後、１年を経過した場合に限

り行使することができる。

平成20年12月６日

～平成50年12月５日

新株予約権は、新株予約権者

が当社の取締役の地位を喪失

後、１年を経過した場合に限

り行使することができる。

平成21年12月12日

～平成51年12月11日

新株予約権は、新株予約権者

が当社の取締役の地位を喪失

後、１年を経過した場合に限

り行使することができる。

 第４回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数
同社取締役　　 　　　４名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　　150株

 付与日 平成22年12月13日

権利確定条件
権利確定条件への定めは付さ

れていません。

対象勤務期間
対象勤務期間への定めは付さ

れていません。

権利行使期間

平成22年12月14日

～平成52年12月13日

新株予約権は、新株予約権者

が当社の取締役の地位を喪失

後、１年を経過した場合に限

り行使することができる。
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　　エムスリー㈱

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数

同社取締役　　 　　　３名

同社子会社取締役　　 ２名

同社監査役　　 　　　１名

同社使用人　　　　 　20名
同社子会社取締役　　 １名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　9,600株 普通株式　　　　　　396株 普通株式　　　　　　342株

 付与日 平成16年６月11日 平成16年11月２日 平成17年２月21日

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

対象勤務期間
平成16年６月11日

～平成18年６月30日

平成16年11月２日

～平成18年11月10日

平成17年２月21日

～平成19年２月20日

権利行使期間

平成18年７月１日

～平成26年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成18年11月11日

～平成26年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成19年２月21日

～平成26年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数
同社使用人　　　　　 ８名

同社取締役　　 　　　１名

同社使用人　　　　 　１名
同社使用人　　　　　 ２名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式 　　　　　 96株 普通株式　　　　　　 12株 普通株式　　　　　　 ８株

 付与日 平成17年５月13日 平成17年８月29日 平成17年11月21日

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

対象勤務期間
平成17年５月13日

～平成19年５月12日

平成17年８月29日

～平成19年８月28日

平成17年11月21日

～平成19年11月20日

権利行使期間

平成19年５月13日

～平成26年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成19年８月29日

～平成27年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成19年11月21日

～平成27年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

EDINET提出書類

ソネットエンタテインメント株式会社(E04492)

有価証券報告書

 85/129



 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

付与対象者の区分及び人

数

同社取締役　　　　 　４名

同社使用人　　　　　 32名

同社子会社取締役 　　１名

同社使用人　　　　 　５名

同社子会社取締役　　 １名

同社使用人　　　　　 １名

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　　920株 普通株式　　　　　　 90株 普通株式　　　　　　 44株

 付与日 平成18年３月22日 平成18年４月24日 平成19年１月26日

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

対象勤務期間
平成18年３月22日

～平成20年３月21日

平成18年４月24日

～平成20年４月23日

平成19年１月26日

～平成21年１月25日

権利行使期間

平成20年３月22日

～平成27年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成20年４月24日

～平成27年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成21年１月26日

～平成28年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

　

 第10回新株予約権 第11回新株予約権 第12回新株予約権 　

付与対象者の区分及び人

数
同社取締役　　　　 　４名

同社子会社取締役 　　２名

同社子会社使用人　 　14名

同社取締役　　　　 　６名同社子

会社取締役 　　３名

同社使用人　　　　 　３名

　

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　　160株 普通株式　　　　　　63株 普通株式　　　　　　155株 　

 付与日 平成20年８月27日 平成21年５月29日 平成21年８月26日 　

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

　

対象勤務期間
平成20年８月27日

～平成22年８月26日

平成21年５月29日

～平成23年５月28日

平成21年８月26日

～平成23年６月30日
　

権利行使期間

平成22年８月27日

～平成30年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成23年５月29日

～平成30年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成23年７月１日

～平成51年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。
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 第13回新株予約権 第14回新株予約権 　

付与対象者の区分及び人

数

同社取締役　　　　 　７名

同社子会社取締役　　 ２名

同社使用人　　　　　 ２名　

同社子会社取締役 　　１名 　

株式の種類別のストック

・オプションの数（注）
普通株式　　　　　　150株 普通株式　　　　　　　8株 　

 付与日 平成23年１月26日 平成23年３月30日 　

権利確定条件

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

権利確定日（権利行使期間の

初日以降）において、同社も

しくは同社の子会社等の役員

又は使用人のいずれの地位を

有していること。

　

対象勤務期間
平成23年１月26日

～平成24年６月30日

平成23年３月30日

～平成24年６月30日
　

権利行使期間

平成24年７月１日

～平成52年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

平成24年７月１日

～平成32年５月31日

ただし権利確定後退職（退

任）した場合は、退職（退

任）日より６ヶ月以内まで行

使可能。

　

 （注）株式数に換算して記載しています。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（平成23年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しています。

 

①　ストック・オプションの数

　　　ソネットエンタテインメント㈱

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回　
新株予約権

第４回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株） 　 　 　 　

前連結会計年度末 － － － －

付与 － － － 150

失効 － － － －

権利確定 － － － 150

未確定残 － － － －

権利確定後　　　　　　（株） 　 　 　 　

前連結会計年度末 110 81 161 －

権利確定 － － － 150

権利行使 18 － － －

失効 － － － －

未行使残 92 81 161 150

　

　　　エムスリー㈱

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株） 　 　 　 　 　

前連結会計年度末 － － 246 － －

付与 － － － － －

失効 － － － － －

権利確定 － － 18 － －

未確定残 － － 228 － －

権利確定後　　　　　　（株） 　 　 　 　 　

前連結会計年度末 2,988 204 48 42 8

権利確定 － － 18 － －

権利行使 264 － 24 － －

失効 － － － － －

未行使残 2,724 204 42 42 8
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第６回
新株予約権

第７回
新株予約権

第８回
新株予約権

第９回
新株予約権

第10回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株） 　 　 　 　 　

前連結会計年度末 － － 20 11 160

付与 － － － － －

失効 － － － － －

権利確定 － － 20 11 54

未確定残 － － － － 106

権利確定後　　　　　　（株） 　 　 　 　 　

前連結会計年度末 8 564 44 23 －

権利確定 － － 20 11 54

権利行使 － － － － －

失効 － 20 4 － －

未行使残 8 544 60 34 54

 
第11回
新株予約権

第12回　
新株予約権　

第13回　
新株予約権　

第14回
新株予約権

権利確定前　　　　　　（株） 　 　 　 　

前連結会計年度末 58 155 － －

付与 － － 150 8

失効 48 20 － －

権利確定 － － － －

未確定残 10 135 150 8

権利確定後　　　　　　（株） 　 　 　 　

前連結会計年度末 － － － －

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 － － － －
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②　単価情報

　　　ソネットエンタテインメント㈱

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回　
新株予約権　

第４回
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 1 1 1 1

行使時平均株価　　　　　（円） 266,400 － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
454,731 211,271 181,314 231,645

　　　エムスリー㈱

 
第１回
新株予約権

第２回
新株予約権

第３回
新株予約権

第４回
新株予約権

第５回
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 35,567 172,942 190,202 408,500 378,325

行使時平均株価　　　　　（円） 336,682 － 340,000 － －

付与日における公正な評価単価

（円）
－ － － － －

 
第６回
新株予約権

第７回
新株予約権

第８回
新株予約権

第９回
新株予約権

第10回
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 490,000 561,150 547,546 455,000 405,318

行使時平均株価　　　　　（円） － － － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
－ － － 237,818 199,255

 
第11回
新株予約権

第12回　
新株予約権　

第13回　
新株予約権　

第14回
新株予約権

権利行使価格　　　　　　（円） 333,000 1 1 510,000

行使時平均株価　　　　　（円） － － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
167,088 264,207 364,351 200,753
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４　ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　　当連結会計年度において付与された新株予約権の公正な評価単価の見積方法は以下のとおりです。

 　　　　 

ソネットエンタテインメント㈱

①　使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ・モデル

②　主な基礎数値及び見積方法

 第４回新株予約権 　

 株価変動性  (注１) 53.61％ 　

 予想残存期間  (注２) 5.8年 　

 予想配当  (注３) 2,825円／株 　

 無リスク利子率  (注４) 0.597％  　

(注)　１　当社は平成17年12月20日に東京証券取引所マザーズに上場したため、平成17年12月20日から平成22

年12月13日の株価実績に基づき算定しています。

２　付与対象取締役の現在の年齢から60歳までの中間点までの期間の平均4.8年を算出し、これに権利

行使条件で定める１年を加算し予想残存期間としています。

３　過去４年間の平均配当実績によっています。

４　予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りを利用しています。

エムスリー㈱

①　使用した評価技法　　　　ブラック・ショールズ・モデル

②　主な基礎数値及び見積方法

 第13回新株予約権 第14回新株予約権 　

 株価変動性  (注１) 55.3％ 48.7％ 　

 予想残存期間  (注２) 15.4年 5.2年 　

 予想配当  (注３) 5,000円／株 5,000円／株 　

 無リスク利子率  (注４) 1.23％ 0.49％ 　

(注)　１　同社は平成16年９月15日以前は非上場であり店頭登録もしていなかったため、第13回新株予約権に

ついては平成16年９月16日から平成23年１月26日まで、第14回新株予約権については平成18年４

月１日から平成23年３月30日までの株価実績に基づき算定しています。

２　算定時点から権利行使期間の中間点までの期間と推定しています。

３　平成23年３月期の配当実績によっています。

４　予想残存期間を考慮し、第13回新株予約権については10年もの国債の利回りを、第14回新株予約権

については５年もの国債の利回りを利用しています。

５　ストック・オプションの権利確定数の見積方法

 　 将来の失効数の合理的な見積りは、退職等により勤務条件を満たさない可能性を見積るのが現状困難であ

るため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しています。

６　対価性がない自社株式オプション

　　当社子会社アイチケット㈱は、エムスリー㈱を除く株主６組合及び１社に対し、自己株式オプションとして

新株予約権16,981株（株式数に換算しています。）を付与しています。これは、議決権の比率調整のために付

与したものであるため、対価性はないものと判断しています。
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（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

パーチェス法適用関係 

１　企業結合の概要

被取得企業の名称 メビックス㈱

被所得企業の事業の内容 IT活用による大規模臨床研究支援事業

企業結合を行った主な理由

 

 

連結子会社であるエムスリー㈱は、日本でのEBM（Evidence-Based Medicine

：科学的根拠に基づく医療）を推進し、双方のリソースやノウハウを最大限

活用し、エビデンスの構築と普及を支援する中心的な企業グループになって

いくことで、両社のシナジー効果と中長期的な企業価値を最大化できると考

えています。

企業結合日 平成21年４月21日

企業結合の法的形式 株式取得

結合後企業の名称 メビックス㈱

取得した議決権比率 85.9％（従前の議決権比率 1.9％）

２　連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成21年４月30日をみなし取得日としており、かつ、当該子会社については、平成22年１月31日現在の財務

諸表を基礎として連結決算を行っているため、平成21年５月１日から平成22年１月31日までの業績が含ま

れています。

３　被取得企業の取得原価及びその内訳

被取得企業の取得原価 2,598百万円  

取得原価の内訳 株式取得費用 2,417百万円

 株式取得費用（従前保有分） 47百万円

 株式取得に直接要した支出額（デューデリジェンス費用等） 133百万円

 （注）　全て現金で支出しています。  

４　発生したのれんの金額等

のれんの金額 1,650百万円

発生原因 メビックス㈱の今後の事業展開によって期待される将来の収益力に関連し

て発生したもの。

償却方法及び償却期間 16年間で均等償却

５　企業結合日（みなし取得日）に受入れた資産及び引受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 1,882百万円 　

固定資産 289百万円 　

資産計 2,171百万円 　

流動負債 1,004百万円 　

負債計 1,004百万円 　

少数株主持分 62百万円 　

６　当該企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定したときの当連結会計年度の売上高等の概算額

売上高 76,151百万円 　

営業利益 6,374百万円 　

経常利益 6,039百万円 　

当期純利益 3,049百万円 　

（注）１　概算額の算定につきましては、メビックス㈱の平成21年２月１日から平成22年１月31日ま

での損益を基礎として、企業結合が期首に完了したと仮定したときの四半期連結損益計算

書の概算額を記載しています。

２　上記情報は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。また、実際に

出資が期首時点に行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありません。

３　上記概算額の注記は、監査証明を受けていません。
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共通支配下の取引等

１　対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取

引の概要

(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称　　メビックス㈱

事業の内容　　IT活用による大規模臨床研究支援事業

(2) 企業結合の法的形式

株式取得（追加取得）

(3) 結合後企業の名称

メビックス㈱（当社の連結子会社の連結子会社）

(4) 取引の目的を含む取引の概要

連結子会社であるエムスリー㈱（以下「同社」という）は、日本でのEBM（Evidence-Based Medicine：科学

的根拠に基づく医療）を推進し、双方のリソースやノウハウを最大限活用し、エビデンスの構築と普及を支援す

る中心的な企業グループになっていくことで、両社のシナジー効果と中長期的な企業価値を最大化することを

目的に、平成21年３月３日から平成21年４月14日まで、メビックス㈱（以下「メビックス」という）の株式及び

新株予約権に対する公開買付けを実施しました。この結果、平成21年４月21日をもって同社のメビックスに対す

る持株比率は85.9％になりました。 

　その後、当連結会計年度において、メビックスの発行する全ての普通株式は、全部取得条項を付された上で全て

メビックスに取得され、メビックスの株主には当該取得の対価として全部取得条項付普通株式１株につき種類

株式を6,650分の１の割合で交付されました。同社以外の株主については、交付されるべき当該株式の数が１株

に満たない端数となり、結果、同社はメビックスの全ての議決権を有し、メビックスを完全子会社としました。

　なお、同社以外の株主については、法令の手続に従い、当該端数の合計数に相当する当該株式を売却すること等

によって得られる金銭が交付されます。

２　実施した会計処理の概要

　当該取引は、少数株主との取引に該当し、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号平成19

年11月15日公表分）に基づいた処理を行っています。追加取得した株式に対応する持分を少数株主持分から減額

し、追加取得により増加した親会社の持分を追加投資額と相殺消去し、追加取得分と追加投資額との間に生じた差

額をのれんとして処理しています。

３　追加取得原価及びその内訳

(1) 追加取得した事業の取得原価

　407百万円

(2) 取得原価の内訳

  追加取得費用　407百万円

  全額現金によって支出しています。

４　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) のれんの金額

　270百万円

(2) 発生原因

　メビックス㈱の今後の事業展開によって期待される将来の収益力に関連して発生したもの

(3) 償却方法及び償却期間

　定額法（16年）　
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事業譲受

１　事業譲受け相手企業の名称及び事業の内容、事業譲受を行った主な理由、事業譲受日、企業結合の法的形式、事業譲

受企業の名称

(1) 事業譲受相手企業の名称及び事業の内容

企業の名称　　㈱USEN

事業の内容　　インターネットサービスプロバイダー事業

(2) 事業譲受を行った主な理由

当社は、㈱USENより、約23万件のインターネット光接続会員を有するインターネットサービスプロバイダー事

業を譲受けることで、ブロードバンドの会員基盤のさらなる拡大、強化を図ることができると考えています。

(3) 事業譲受日

　平成22年２月１日

(4) 企業結合の法的形式

事業譲受け

(5) 事業譲受企業の名称　

ソネットエンタテインメント㈱

　

２　連結財務諸表に含まれている被取得事業の業績の期間

　平成22年2月1日を取得日としているため、平成22年２月１日から平成22年３月31日までの業績が含まれています。

３　取得した事業の取得原価及びその内訳

(1) 取得した事業の取得原価

　1,888百万円

　なお、取得原価の算定の基礎となっている、ブロードバンド会員数及びブロードバンド会員からの接続料金回

収等について変動が生じた場合、取得原価の減額調整が行われます。

(2) 取得原価の内訳

  事業譲受費用　1,874百万円

  事業譲受に直接要した支出額（デューデリジェンス費用等）　13百万円

  全額現金によって支出しています。

４　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) のれんの金額

　1,888百万円

(2) 発生原因

　㈱USENから譲受けるインターネットサービスプロバイダー事業の今後の事業展開によってもたらされる将来

の収益に関連して発生したもの

(3) 償却方法及び償却期間

　定額法（４年）

５　事業譲受日に受入れた資産及び価額

　受け入れた資産及び引き受けた負債はありません。

６　企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度に係る連結損益計算書に及ぼす

影響額の概算

売上高 84,484百万円 　

営業利益 7,276百万円 　

経常利益 6,882百万円 　

当期純利益 3,575百万円 　

（注）１　上記情報は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。また、実際に出資が

期首時点に行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありません。

２　企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の売上高及び損益情報を算定し

ています。

３　上記概算額の注記は、監査証明を受けていません。

　

当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

　重要性がないため、記載を省略しています。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：百万円） （単位：百万円）

繰延税金資産 　

税務上の繰越欠損金 1,551

株式評価損 698

貸倒引当金 59

ポイント引当金 188

入会促進引当金 209

賞与引当金 169

退職給付引当金 271

未払事業税 371

その他 691

繰延税金資産小計 4,211

評価性引当金 △2,139

繰延税金資産合計 2,072

繰延税金負債 　

その他 △16

有価証券評価差額金 △19,555

繰延税金負債合計 △19,572

繰延税金負債の純額 △17,500

繰延税金資産 　

税務上の繰越欠損金 1,767

株式評価損 669

貸倒引当金 200

ポイント引当金 225

入会促進引当金 208

賞与引当金 194

退職給付引当金 323

未払事業税 253

その他 738

繰延税金資産小計 4,581

評価性引当金 △2,250

繰延税金資産合計 2,330

繰延税金負債 　

その他 △83

有価証券評価差額金 △21,913

繰延税金負債合計 △21,996

繰延税金負債の純額 △19,665

（注）繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれています。

（注）繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれています。

流動資産－繰延税金資産 1,119百万円

固定資産－繰延税金資産 385百万円

固定負債－繰延税金負債 △19,004百万円

流動資産－繰延税金資産 1,332百万円

固定資産－繰延税金資産 342百万円

固定負債－繰延税金負債 △21,340百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

評価性引当金の増加 1.8

のれん償却 13.1

持分法による投資損益 1.1

その他 1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 57.8

　

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

評価性引当金の増加 1.1

のれん償却 14.7

持分法による投資損益 0.8

その他 △0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.4

　

（資産除去債務関係）

　重要性がないため、記載を省略しています。　
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

 
接続事業
（百万円）

ポータル事業
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売

上高
50,637 24,827 188 75,653 － 75,653

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 4 － 5 △5 －

計 50,638 24,831 188 75,658 △5 75,653

営業費用 45,550 20,980 144 66,675 2,351 69,027

営業利益 5,087 3,851 43 8,982 △2,356 6,626

Ⅱ　資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出
      

資産 16,532 75,483 201 92,217 12,385104,603

減価償却費 656 1,229 3 1,888 149 2,038

減損損失 － 2,912 － 2,912 － 2,912

資本的支出 385 2,182 2 2,570 974 3,545

　（注）１　事業区分の方法

事業は、サービスの特性及び市場の類似性を考慮して区分しています。

２　事業区分の内容

事業区分 主要サービス

接続事業 ナローバンド、ブロードバンド接続サービスの提供

ポータル事業

コンテンツ提供、法人向けソリューションサービス、インターネット

広告、商品販売、ライセンスビジネス、サービスプラットフォームの

企画・運営等

その他 接続事業及びポータル事業以外のもの

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,356百万円であり、主に親会社の

人事・経理等の管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、12,385百万円であり、その主なものは、現金及び

預金、投資有価証券、管理部門に係る資産等であります。

５　当連結会計年度において、㈱ディー・エヌ・エーを持分法の適用範囲から除外し当該株式を時価評価したた

め、ポータル事業資産が43,124百万円増加しています。

６　減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれています。

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しています。

【海外売上高】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しています。
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【セグメント情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

１　報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

　当社グループは、ネットワークインフラを提供する「ネットワーク事業」と、ネットワークインフラを活用し

たサービスを提供する「メディア・エンタテインメント事業」の２つを報告セグメントとしています。

　

２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、たな卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項」における記載と概ね同一です。

　たな卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しています。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。

　セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。　

　

３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　前連結会計年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日）

 

報告セグメント
調整額
（百万円）
（注）１

合計
（百万円）
（注）２

ネットワーク
事業

（百万円）

メディア・エン
タテインメント

事業
（百万円）

計
（百万円）

売上高      

外部顧客への売上高 53,649 22,003 75,653 － 75,653
セグメント間の内部
売上高又は振替高

211 226 437 △437 －

計 53,861 22,230 76,091 △437 75,653

セグメント利益 5,333 3,649 8,982 △2,356 6,626

セグメント資産 17,562 74,653 92,215 12,388 104,603

その他の項目      

減価償却費 754 1,133 1,888 149 2,038

のれんの償却費 78 871 950 － 950

持分法適用会社への投資額 － 296 296 － 296
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

2,331 4,048 6,379 957 7,337

（注）１　調整額の内容は以下の通りです。

(1) セグメント利益の調整額2,356百万円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費で

す。

(2) セグメント資産の調整額12,388百万円は全社資産の金額であり、その主なものは、現金及び預金、投資

有価証券、管理部門に係る資産等です。

(3) 減価償却費の調整額149百万円は、全社資産に係る償却費です。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額957百万円は、管理部門に係るソフトウェア等の設

備投資額です。

２　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
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　当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

 

報告セグメント
調整額
（百万円）
（注）１

合計
（百万円）
（注）２

ネットワーク
事業

（百万円）

メディア・エン
タテインメント

事業
（百万円）

計
（百万円）

売上高      

外部顧客への売上高 64,444 24,130 88,574 － 88,574
セグメント間の内部
売上高又は振替高

632 232 864 △864 －

計 65,076 24,362 89,438 △864 88,574

セグメント利益 5,421 5,473 10,894 △2,616 8,277

セグメント資産 17,087 80,281 97,369 15,698 113,067

その他の項目      

減価償却費 735 942 1,678 207 1,885

のれんの償却費 448 630 1,079 － 1,079

持分法適用会社への投資額 － 895 895 － 895
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

829 2,503 3,332 203 3,535

（注）１　調整額の内容は以下の通りです。

(1) セグメント利益の調整額2,616百万円は全社費用であり、報告セグメントに帰属しない一般管理費で

す。

(2) セグメント資産の調整額15,698百万円は全社資産の金額であり、その主なものは、現金及び預金、投資

有価証券、管理部門に係る資産等です。

(3) 減価償却費の調整額207百万円は、全社資産に係る償却費です。　

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額203百万円は、主に資産除去債務の計上に伴うもの

です。

２　セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
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【関連情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

１　製品及びサービスごとの情報

 

 

ネットワーク事業
（百万円）

メディア・
エンタテインメント事業

（百万円）

合計
（百万円）

外部顧客への売上高 64,444 24,130 88,574

　

２　地域ごとの情報

(1) 売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しています。

　

(2) 有形固定資産

日本
（百万円）

台湾
（百万円）

その他
（百万円）

合計
（百万円）

1,241 121 20 1,382

　

３　主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％を占める相手先がないため、記載を省略していま

す。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

 
ネットワーク事業
（百万円）

メディア・
エンタテインメント

事業
（百万円）

全社・消去
（百万円）

合計
（百万円）

減損損失 8 2,975 － 2,983

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

 
ネットワーク事業
（百万円）

メディア・
エンタテインメント

事業
（百万円）

全社・消去
（百万円）

合計
（百万円）

当期償却額 448 630 － 1,079

当期末残高 1,241 2,751 － 3,992

　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

　該当事項はありません。　

　

（追加情報）

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

　当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３

月21日）を適用しています。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

①　連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

親会社 ソニー㈱ 東京都港区 630,821製造業
（被所有）　
　直接　45.6
　間接　12.6

サーバ・ハウ
ジングサービ
ス、
特許権実施使
用許諾等

ロイヤル
ティの支払

(注２)
53

未払費
用

8

②　連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

同一の親
会社を持
つ会社

㈱ソニー
ファイナン
スインター
ナショナル

東京都港区 4,867
総合リース
業

（被所有）　
　直接　12.6

口座振替等の
債権回収代行
及び債権譲
渡、器具・備
品等のリース
等
役員の兼任

債権回収代
行、債権譲
渡

(注２)

7,805売掛金 15

支払手数料

(注２)
493 － －

設備等の
リース取引

(注２)
180

未払費
用

20

㈱スマート
リンクネッ
トワーク

東京都港区 488
クレジット
カード決済
業

（被所有）　
 　　－　　 

カード支払時
等の債権回収
代行及び債権
譲渡等
役員の兼任

債権回収代
行、債権譲
渡

(注２)

36,672売掛金 3,185

支払手数料

(注２)
1,032－ －

　（注）１　上記①②の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) ロイヤルティの料率については、ソニー㈱からの条件提示を基に、交渉の上締結した契約に基づいていま

す。

(2) 手数料の料率については、市場価格を勘案し、㈱ソニーファイナンスインターナショナル又は㈱スマート

リンクネットワークからの条件提示をもとに、毎期交渉の上、決定しています。

(3) リース取引については、㈱ソニーファイナンスインターナショナルの大口顧客と同様の条件によっていま

す。

２　親会社及び重要な関連会社に関する注記

親会社情報

ソニー㈱（東京証券取引所、大阪証券取引所、ニューヨーク証券取引所及びロンドン証券取引所に上場）
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当連結会計年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１　関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

①　連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

親会社 ソニー㈱ 東京都港区 630,920製造業
（被所有）　
　直接　45.6
　間接　12.6

サーバ・ハウ
ジングサービ
ス、
特許権実施使
用許諾等

ロイヤル
ティの支払

(注２)
46

未払費
用

7

②　連結財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子

会社等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

同一の親
会社を持
つ会社

㈱スマート
リンクネッ
トワーク

東京都港区 488
クレジット
カード決済
業

（被所有）　
 　　－　　 

カード支払時
等の債権回収
代行及び債権
譲渡等
役員の兼任

債権回収代
行、債権譲
渡

(注２)

38,099売掛金 3,153

支払手数料

(注２)
1,067－ －

　（注）１　上記①②の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれています。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) ロイヤルティの料率については、ソニー㈱からの条件提示を基に、交渉の上締結した契約に基づいていま

す。

(2) 手数料の料率については、市場価格を勘案し、㈱スマートリンクネットワークからの条件提示をもとに、毎

期交渉の上、決定しています。

２　親会社及び重要な関連会社に関する注記

親会社情報

ソニー㈱（東京証券取引所、大阪証券取引所、ニューヨーク証券取引所及びロンドン証券取引所に上場）
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（１株当たり情報）

項目
前連結会計年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

　

１株当たり純資産額   241,305円  75銭   266,653円  66銭 　

１株当たり当期純利益金額   12,481円　90銭   14,325円　48銭 　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     12,396円  67銭 14,243円  01銭 　

 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りです。

 
前連結会計年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益（百万円） 3,189 3,660

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,189 3,660

普通株式の期中平均株式数（株） 255,520 255,523
 　 　

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益調整額（百万円） 18 15

　（うち関係会社の潜在株式調整額） ( 　18) ( 　15)

普通株式増加数（株） 240 393

（うち新株予約権） (　240) (　393)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

①連結子会社

　エムスリー㈱

　新株予約権８種類

（新株予約権の数963株）

②持分法適用会社

　アイチケット㈱

　新株予約権１種類

（新株予約権の数16,981株）

①連結子会社

　エムスリー㈱

　新株予約権７種類

（新株予約権の数880株）

②持分法適用会社

　アイチケット㈱

　新株予約権１種類

（新株予約権の数16,981株）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －
１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務
 

27

 

41
12.4 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除
く。）

－ － － －

リース債務（１年以内に返済予定のものを除
く。）

 

3

 

0
0.9 平成24年

その他有利子負債 － － － －
合計 31 42 － －

　（注）１　平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以

下の通りであります。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

リース債務 0 － － －

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当該連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100

分の１以下であるため、連結財務諸表規則第92条の２の規定により記載を省略しています。

　

(2)【その他】

当連結会計年度における四半期情報

 
第１四半期

自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

第２四半期
自平成22年７月１日
至平成22年９月30日

第３四半期
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

第４四半期
自平成23年１月１日
至平成23年３月31日

売上高（百万円）      21,472 22,040 22,539 22,522

税金等調整前四半期純利益

金額（百万円）
      1,453 2,437 3,372 3,777

四半期純利益金額

（百万円）
423 1,012 1,352 871

１株当たり四半期純利益金

額（円）
1,656.68 3,964.31 5,293.28 3,411.20
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２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,480 12,049

売掛金 12,858 12,870

商品及び製品 0 2

仕掛品 7 7

原材料及び貯蔵品 22 19

前払費用 492 822

関係会社短期貸付金 － 860

繰延税金資産 718 628

その他 452 346

貸倒引当金 △62 △199

流動資産合計 22,969 27,406

固定資産

有形固定資産

建物 262 415

減価償却累計額 △81 △120

建物（純額） 180 294

器具・備品 1,404 1,623

減価償却累計額 △700 △977

器具・備品（純額） 704 645

リース資産 152 －

減価償却累計額 △141 －

リース資産（純額） 11 －

建設仮勘定 60 59

有形固定資産合計 956 1,000

無形固定資産

のれん 1,809 1,241

商標権 508 430

ソフトウエア 1,925 1,899

リース資産 6 －

その他 377 212

無形固定資産合計 4,628 3,784

投資その他の資産

投資有価証券 48,756 55,346

関係会社株式 10,832 4,901

関係会社社債 1,275 570

その他の関係会社有価証券 676 －

関係会社長期貸付金 345 216

長期前払費用 14 33

その他 618 754

貸倒引当金 △267 △251
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

投資その他の資産合計 62,251 61,571

固定資産合計 67,837 66,356

資産合計 90,806 93,762

負債の部

流動負債

買掛金 5,686 5,504

リース債務 20 －

未払金 133 105

未払費用 1,889 1,987

未払法人税等 3,532 1,844

前受金 17 65

預り金 42 34

賞与引当金 319 336

ポイント引当金 98 66

入会促進引当金 516 513

その他の引当金 7 7

その他 12 190

流動負債合計 12,273 10,657

固定負債

退職給付引当金 661 789

資産除去債務 － 86

繰延税金負債 18,877 21,285

その他 31 31

固定負債合計 19,569 22,192

負債合計 31,843 32,849

純資産の部

株主資本

資本金 7,965 7,969

資本剰余金

資本準備金 8,463 8,467

資本剰余金合計 8,463 8,467

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 14,167 12,428

利益剰余金合計 14,167 12,428

株主資本合計 30,596 28,866

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 28,269 31,923

評価・換算差額等合計 28,269 31,923

新株予約権 96 122

純資産合計 58,963 60,913

負債純資産合計 90,806 93,762
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②【損益計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

売上高

事業収入 55,456 65,635

商品売上 159 177

売上高合計 55,616 65,813

売上原価

事業原価 38,971 47,858

商品売上原価 60 29

売上原価合計 39,032 47,888

売上総利益 16,584 17,925

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 ※1
 14,163

※1
 15,567

営業利益 2,420 2,357

営業外収益

受取利息 6 15

受取配当金 659 806

その他 36 81

営業外収益合計 ※2
 702

※2
 904

営業外費用

支払利息 2 0

固定資産売却損 － 24

固定資産除却損 95 139

為替差損 － 35

投資事業組合損失 33 21

その他 28 16

営業外費用合計 159 237

経常利益 2,962 3,023

特別利益

投資有価証券売却益 7,237 7,808

その他 248 59

特別利益合計 7,486 7,867

特別損失

投資有価証券評価損 1,020 190

関係会社株式評価損 － 6,859

貸倒引当金繰入額 267 251

投資事業組合損失 707 －

その他 328 632

特別損失合計 2,323 7,933

税引前当期純利益 8,126 2,958

法人税、住民税及び事業税 4,211 3,940

法人税等調整額 △577 △9

法人税等合計 3,633 3,930

当期純利益又は当期純損失（△） 4,492 △972
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【事業原価の内訳】

  
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

１　通信回線使用料  26,255 67.4 33,612 70.3

２　情報提供料  1,033 2.7 876 1.8

３　報酬・給与  660 1.7 893 1.9

４　業務委託費  2,863 7.3 3,400 7.1

５　賃借料  226 0.6 345 0.7

６　修繕費  313 0.8 302 0.6

７　減価償却費  708 1.8 683 1.4

８　賞与引当金繰入額  160 0.4 277 0.6

９　退職給付費用  32 0.1 49 0.1

10　その他  6,717 17.2 7,417 15.5

合計  38,971 100.0 47,858 100.0

 

 （原価計算の方法）  （原価計算の方法）

原価計算の方法は、実際原価計算で

す。

同左 

 

【商品売上原価明細書】

  
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　期首商品たな卸高  10 0
Ⅱ　当期商品仕入高  52 33

合計  63 33
Ⅲ　期末商品たな卸高  0 2
Ⅳ　他勘定振替高 * 2 1
商品売上原価  60 29

　（注）　*　他勘定振替高の内訳

項目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

販売促進費（百万円） － 0
商品廃棄損（百万円） 2 0
その他（百万円） － 0
　合計（百万円） 2 1
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,965 7,965

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 4

当期変動額合計 － 4

当期末残高 7,965 7,969

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 8,463 8,463

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 4

当期変動額合計 － 4

当期末残高 8,463 8,467

資本剰余金合計

前期末残高 8,463 8,463

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 4

当期変動額合計 － 4

当期末残高 8,463 8,467

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 10,441 14,167

当期変動額

剰余金の配当 △766 △766

当期純利益又は当期純損失（△） 4,492 △972

当期変動額合計 3,725 △1,738

当期末残高 14,167 12,428

利益剰余金合計

前期末残高 10,441 14,167

当期変動額

剰余金の配当 △766 △766

当期純利益又は当期純損失（△） 4,492 △972

当期変動額合計 3,725 △1,738

当期末残高 14,167 12,428

株主資本合計

前期末残高 26,871 30,596

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 8
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(単位：百万円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

剰余金の配当 △766 △766

当期純利益又は当期純損失（△） 4,492 △972

当期変動額合計 3,725 △1,730

当期末残高 30,596 28,866

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 246 28,269

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

28,023 3,654

当期変動額合計 28,023 3,654

当期末残高 28,269 31,923

評価・換算差額等合計

前期末残高 246 28,269

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

28,023 3,654

当期変動額合計 28,023 3,654

当期末残高 28,269 31,923

新株予約権

前期末残高 67 96

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 29 26

当期変動額合計 29 26

当期末残高 96 122

純資産合計

前期末残高 27,184 58,963

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 8

剰余金の配当 △766 △766

当期純利益又は当期純損失（△） 4,492 △972

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 28,052 3,680

当期変動額合計 31,778 1,950

当期末残高 58,963 60,913
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2) その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定しています。）

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及びこ

れに類する組合への出資（金融商品

取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）については、入

手可能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法に

よっています。

時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品

移動平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）

(1) 商品

同左

 (2) 仕掛品及び番組勘定

個別法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

(2) 仕掛品及び番組勘定

同左

 (3) 貯蔵品

最終仕入原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）

(3) 貯蔵品

同左
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項目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しています。

　なお、有形固定資産について、利用可能

期間を勘案して、随時耐用年数の見直し

を行っています。

(1) 有形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しています。

　自社利用ソフトウェアについては社内

における利用可能期間（５年以内）に

基づく定額法、市場販売目的ソフトウェ

アについては見込有効期間（３年以

内）に基づく定額法、その他の無形固定

資産については経済的見積耐用年数に

基づく定額法を採用しています。

　なお、無形固定資産について、利用可能

期間を勘案して、随時耐用年数の見直し

を行っています。

(2) 無形固定資産

同左

 (3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産の減価償却方法に

ついては、リース期間を耐用年数とし残

存価額を零とする定額法で計算してい

ます。

──────

４　外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しています。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しています。

(1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、次期支

給見込額のうち当期対応分の金額を計上

しています。

(2) 賞与引当金

同左

 (3) 役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、次期支

給見込額のうち当期対応分の金額を計

上しています。

(3) 役員賞与引当金

同左

 (4) ポイント引当金

　販売促進等を目的とするポイント制度

による将来のポイント利用に備えるた

め、過去の実績に基づき、期末において将

来利用されると見込まれるポイントに対

する所要額を計上しています。

(4) ポイント引当金

同左

 (5) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業

年度末における退職給付債務の見込額を

計上しています。

　数理計算上の差異は、各年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数による定額法により按分した

額を発生の翌年度から費用処理すること

としています。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数によ

る定額法により費用処理しています。

(5) 退職給付引当金

同左

　 (会計方針の変更)

　当事業年度より「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正（その３）」

（企業会計基準第19号　平成20年７月

31日）を適用しています。

　これによる財務諸表に与える影響は

ありません。　

──────

 (6) 入会促進引当金

　入会促進を目的としたキャッシュバック

キャンペーンによる将来の支出に備えるた

め、当事業年度末以降負担すると見込まれ

る額を計上しています。

(6) 入会促進引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

　

(1) 消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっています。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(2) のれんの償却に関する事項

　のれんの償却については、20年以内の合

理的な年数で均等償却しています。

(2) のれんの償却に関する事項

同左

【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準）

　受託業務に係る収益の計上基準については、当事業年度

より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第

15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成

19年12月27日）を適用していますが、受託契約に基づく

受託業務の進捗に応じて、それに対応する部分について

成果の確実性が認められるプロジェクトはないため、工

事完成基準によっています。なお、これによる当事業年度

の損益に与える影響はありません。

──────

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用）

　当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しています。

　これにより、当事業年度の営業利益、経常利益はそれぞ

れ４百万円減少、税引前当期純利益は25百万円減少して

います。
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【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（貸借対照表）

　前事業年度において区分掲記していました流動資産の

「未収入金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業

年度より流動資産の「その他」（当事業年度は364百万

円）に含めて表示しています。　

　前事業年度において区分掲記していました無形固定資産

の「ソフトウェア仮勘定」は、金額的重要性が乏しくなっ

たため、当事業年度より無形固定資産の「その他」（当事

業年度377百万円）に含めて表示しています。　

　前事業年度において区分掲記していました投資その他の

資産の「敷金及び保証金」は、金額的重要性が乏しくなっ

たため、当事業年度より投資その他の資産「その他」（当

事業年度は599百万円）に含めて表示しています。　

──────

（損益計算書）

　前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めて表

示していました「投資事業組合損失」（前事業年度は21百

万円）は、重要性が増加したため区分掲記しています。

　前事業年度において、特別利益の「その他」に含めて表示

していました「投資有価証券売却益」（前事業年度は8百

万円）は、重要性が増加したため区分掲記しています。

　前事業年度において区分掲記していました特別利益の

「関係会社株式売却益」は、金額的重要性が乏しくなった

ため、当事業年度より特別利益の「その他」（当事業年度

は248百万円）に含めて表示しています。

　前事業年度において、特別損失の「その他」に含めて表示

していました「投資事業組合損失」（前事業年度は231百

万円）は、重要性が増加したため区分掲記しています。

　前事業年度において区分掲記していました特別損失の

「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、

当事業年度より特別損失の「その他」（当事業年度は０百

万円）に含めて表示しています。

（損益計算書）

　前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めてい

ました「為替差損」は、営業外費用の100分の10を超えたた

め、当事業年度より区分掲記しています。なお、前事業年度

の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」の金額

は５百万円です。
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

 1　保証債務  1　保証債務

従業員の銀行借入金に対する保証 18百万円 従業員の銀行借入金に対する保証 15百万円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

*1　販売費に属する費用のおおよその割合は30％、一般管理

費に属する費用のおおよその割合は70％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりです。

*1　販売費に属する費用のおおよその割合は30％、一般管理

費に属する費用のおおよその割合は70％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりです。

報酬・給与 2,028百万円

賞与引当金繰入額 475百万円

支払手数料 1,780百万円

業務委託費 2,762百万円

広告宣伝費 663百万円

販売促進費 906百万円

販売手数料 2,314百万円

退職給付費用 101百万円

貸倒引当金繰入額 63百万円

ポイント引当金繰入額 20百万円

入会促進引当金繰入額 290百万円

報酬・給与 1,706百万円

賞与引当金繰入額 512百万円

支払手数料 1,876百万円

業務委託費 2,892百万円

広告宣伝費 637百万円

販売促進費 1,534百万円

販売手数料 2,952百万円

退職給付費用 100百万円

貸倒引当金繰入額 184百万円

減価償却費 373百万円

　

*2　関係会社にかかる注記 *2　関係会社にかかる注記

営業外収益 469百万円 営業外収益 550百万円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 － － － －

合計 － － － －

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 － － － －

合計 － － － －
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

　該当事項はありません。

①　リース資産の内容

有形固定資産

主として、接続事業及びポータル事業におけるサー

バ（器具・備品）です。

　

無形固定資産

主として、接続事業及びポータル事業におけるソフ

トウェアです。

　

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３　固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。

　

２　オペレーティング・リース取引

──────

　

（有価証券関係）

前事業年度（平成22年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式

 
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 123 47,301 47,178

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

区分 貸借対照表計上額（百万円） 

子会社株式 11,356

関連会社株式 30

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株

式及び関連会社株式」には含めておりません。

当事業年度（平成23年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式

 
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

子会社株式 123 74,648 74,524

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式

区分 貸借対照表計上額（百万円） 

子会社株式 4,500

関連会社株式 277

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株

式及び関連会社株式」には含めておりません。　
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（企業結合等関係）

前事業年度（自 平成21年４月１日　至　平成22年３月31日） 

　連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しています。

当事業年度（自 平成22年４月１日　至　平成23年３月31日） 

　該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(1) 流動資産 (単位：百万円)

繰延税金資産 　

貸倒引当金 20

賞与引当金 130

ポイント引当金 39

入会促進引当金 209

未払事業税 271

未払費用 9

その他 38

繰延税金資産合計 718

(2) 固定資産 　

繰延税金資産 　

株式評価損 1,665

退職給付引当金 268

貸倒引当金 113

その他 152

繰延税金資産小計 2,200

評価性引当金 △1,682

繰延税金資産合計 517

繰延税金負債 　

有価証券評価差額金 △19,395

繰延税金負債合計 △19,395

繰延税金負債の純額 △18,877

(1) 流動資産 (単位：百万円)

繰延税金資産 　

貸倒引当金 71

賞与引当金 137

ポイント引当金 26

入会促進引当金 208

未払事業税 146

未払費用 16

その他 21

繰延税金資産合計 628

(2) 固定資産 　

繰延税金資産 　

株式評価損 4,529

退職給付引当金 321

貸倒引当金 102

その他 333

繰延税金資産小計 5,286

評価性引当金 △4,658

繰延税金資産合計 627

繰延税金負債 　

有価証券評価差額金 △21,913

繰延税金負債合計 △21,913

繰延税金負債の純額 △21,285

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

受取配当金等永久に損金に算入されない

項目

△2.9

評価性引当金の増加 6.6

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7

 （％）

法定実効税率 40.7

（調整）  

受取配当金等永久に損金に算入されない

項目

△9.2

評価性引当金の増加 100.6

その他 0.8

税効果会計適用後の法人税等の負担率 132.9
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（資産除去債務関係）

　重要性がないため、記載を省略しています。

　

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 230,380円 00銭

１株当たり当期純利益金額 17,580円 39銭

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
17,563円 89銭

１株当たり純資産額 237,891円 14銭

１株当たり当期純損失金額 3,804円 97銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載していません。　

　（注）　１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）金額の算定上の基礎は、以下の通りです。

 
前事業年度

(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 4,492 △972

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円）
4,492 △972

普通株式の期中平均株式数（株） 255,520 255,523

 　 　

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 　 　

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 240 －

（うち新株予約権） (　240) (　－)

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券
その他有

価証券

㈱ディー・エヌ・エー 17,722,500 53,256

ニフティ㈱ 11,163 1,261

ChorokbaemMediaCo.Ltd, 2,463,055 350

㈱UCOM 9,800 111

その他（9銘柄） 1,583,121 204

合計 21,789,639 55,184

　

【その他】

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券
その他有

価証券

投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資
4 162

合計 4 162

　

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高
（百万円）

有形固定資産                             

建物 262 153 － 415 120 31 294

器具・備品 1,404 303 84 1,623 977 341 645

リース資産 152 － 152 － － 11 －

建設仮勘定 60 239 239 59 － － 59

有形固定資産計 1,879 696 477 2,098 1,097 384 1,000

無形固定資産                             

のれん 1,888 － 136 1,752 511 448 1,241

商標権 783 3 3 783 352 78 430

ソフトウエア 5,200 1,138
1,117

(241)
5,221 3,322 763 1,899

リース資産 54 － 54 － － 6 －

その他 843 1,080
1,243

(2)
681 468 2 212

無形固定資産計 8,770 2,222
2,554

(243)
8,438 4,654 1,299 3,784

長期前払費用 249 28 9 269 235 2 33

繰延資産 － － － － － － －

　（注）１　当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

増加　 建物 オフィス増床に伴う設備工事　 61百万円 　

 ソフトウエア Livly追加開発 97百万円　 　

 ソフトウエア 空の軌跡開発　 77百万円　 　

 ソフトウエア ぱらぽぺった開発 44百万円　 　

２　「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額です。
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【引当金明細表】

区分
前期末残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 330 438 140 177 451

賞与引当金 319 336 319 － 336

役員賞与引当金 7 7 7 － 7

ポイント引当金 98 66 98 － 66

入会促進引当金 516 513 516 － 513

　　（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、債権の資本振替に伴う減少額であります。

(2)【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 0

預金の種類 　

当座預金 11,507

普通預金 31

郵便貯金 7

別段預金 504

小計 12,049

合計 12,049

②　売掛金

(イ) 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱スマートリンクネットワーク 3,153

KDDI㈱ 184

㈱ディー・エヌ・エー 115

ソネット・メディア・ネットワークス㈱ 71

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 58

その他（接続会員他） 9,287

合計 12,870
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(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

次期繰越高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

×100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
365

12,858 69,103 69,091 12,870 84.3 68

　（注）　当期発生高には消費税等が含まれています。

③　商品及び製品

品名 金額（百万円）

販売用商品 2

合計 2

④　仕掛品

品名 金額（百万円）

自社開発コンテンツ 1

受託開発ソフトウェア等 5

合計 7

⑤　原材料及び貯蔵品

品名 金額（百万円）

販促物等 19

合計 19

⑥　関係会社株式 

相手先 金額（百万円）

㈱ゲームポット 3,900

So-net Entertainment Taiwan Ltd. 240

モーションポートレート㈱ 200

ソネット・メディア・ネットワークス㈱ 135

エムスリー㈱ 123

その他 302

合計 4,901
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⑦　買掛金

相手先 金額（百万円）

東日本電信電話㈱ 2,066

KDDI㈱ 1,563

西日本電信電話㈱ 700

㈱エヌ・ティ・ティ ピー・シー コミュニケーションズ 482

イー・アクセス㈱ 293

その他 398

合計 5,504

 ⑧　繰延税金負債

　繰延税金負債は、21,285百万円であり、その内容につきましては「2　財務諸表　注記事項（税効果会計関

係）」に記載しております。　

　

(3)【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 ──────

公告掲載方法

電子公告により行います。ただし電子公告によることができない事故その

他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。

公告掲載URL　http://www.so-net.ne.jp/corporation/IR/densikoukoku

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第15期）（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）平成22年６月17日関東財務局長に提出

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成22年６月17日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

事業年度（第16期第１四半期）（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）平成22年８月９日関東財務

局長に提出 

事業年度（第16期第２四半期）（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）平成22年11月９日関東財務

局長に提出 

事業年度（第16期第３四半期）（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）平成23年２月９日関東財務

局長に提出 

(4) 臨時報告書

平成22年６月18日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における決議事項）の規定に基づ

く臨時報告書です。

平成22年７月27日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の清算）の規定に基づく臨時報告書

です。

平成23年２月25日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を

与える事象）の規定に基づく臨時報告書です。　

平成23年４月26日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を

与える事象）の規定に基づく臨時報告書です。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。 
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 平成22年６月17日

ソネットエンタテインメント株式会社  

 取　締　役　会　御　中    

 あらた監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 善　塲　秀　明　　印

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
ソネットエンタテインメント株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表
について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に
対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として
行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連
結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。
　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソネット
エンタテインメント株式会社及び連結子会社の平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年
度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ソネットエンタテインメント株式
会社の平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内
部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明
することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない
可能性がある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、ソネットエンタテインメント株式会社が平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると
表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に
準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
 

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会
社)が別途保管しております。

  ２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 平成23年６月20日

ソネットエンタテインメント株式会社  

 取　締　役　会　御　中    

 あらた監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 善　塲　秀　明　　印

＜財務諸表監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている
ソネットエンタテインメント株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立
場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法
人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として
行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連
結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。
　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソネット
エンタテインメント株式会社及び連結子会社の平成23年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年
度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
＜内部統制監査＞
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、ソネットエンタテインメント株式
会社の平成23年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内
部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明
することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない
可能性がある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監
査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの
合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評
価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで
いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。
　当監査法人は、ソネットエンタテインメント株式会社が平成23年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると
表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に
準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
 

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会
社）が別途保管しております。

  ２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 平成22年６月17日

ソネットエンタテインメント株式会社  

 取　締　役　会　御　中    

 あらた監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 善　塲　秀　明　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ソネットエンタテインメント株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第15期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソネットエン

タテインメント株式会社の平成22年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

 以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 平成23年６月20日

ソネットエンタテインメント株式会社  

 取　締　役　会　御　中    

 あらた監査法人  

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 善　塲　秀　明　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

ソネットエンタテインメント株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第16期事業年度の財務諸表、すな

わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法

人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸

表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断して

いる。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ソネットエン

タテインメント株式会社の平成23年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

 以　　上

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会

社）が別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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